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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、送信電力決定方法を開示する。
本発明の実施形態における方法は、第1無線通信装置に
よって、前記第1無線通信装置と第2無線通信装置との間
の距離を決定するステップと、前記第1無線通信装置に
よって、前記第2無線通信装置の動作周波数を決定する
ステップと、前記第1無線通信装置が第1条件が満たされ
ていると判断するとき、前記第1無線通信装置に対応す
る最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと前記
第1無線通信装置が決定する場合、前記調整された最大
送信電力が前記予め設定された閾値以下であるように前
記最大送信電力を調整するステップであって、前記予め
設定された閾値は、前記第1条件下で、前記第2無線通信
装置の受信性能に対する第1無線通信装置によって引き
起こされる干渉を抑制するために使用される、ステップ
とを含み、前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であ
り、前記第1無線通信装置の動作周波数と前記第2無線通
信装置の前記動作周波数との間の差は第2閾値以下であ
ることを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信電力決定方法であって、
　第1無線通信装置によって、前記第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決
定するステップと、
　前記第1無線通信装置によって、前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップ
と、
　前記第1無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき、前記第1無線通信装
置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと前記第1無線通信装置が決
定する場合、調整された最大送信電力が前記予め設定された閾値以下であるように前記最
大送信電力を調整するステップであって、前記予め設定された閾値は、前記第1条件下で
、前記第2無線通信装置の受信性能に対する第1無線通信装置によって引き起こされる干渉
を抑制するために使用される、ステップと
　を含み、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記第1無線通信装置の動作周波数と
前記第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差は第2閾値以下であることを含む、
　送信電力決定方法。
【請求項２】
　前記第1無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記第1無線通信装置のキャリア
の最大構成送信電力PCMAX，cを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
【数１】

により前記第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するステ
ップ
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、P

EMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerCla
ssは前記第1無線通信装置の電力クラスであり、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは
第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であ
り、およびP－MPRcは第3電力減少値である、
　請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
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【数２】

により前記第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cを調整するステ
ップ
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、
ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは前記第1無線通信装置の電力クラスであり
、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失
値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値である、およびPRe
gulatory，cは前記予め設定された閾値に等しい、
　請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcは、前記キャリアの予め設定された電力減少値である、
　請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatory，cは、前記キャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、
GAntは、前記第1無線通信装置に対応するアンテナ利得である、
　請求項4に記載の方法。
【請求項７】
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは前記キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記対
象キャリアに占有される帯域幅である、
　請求項4に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記第1無線通信装置の最大構成
送信電力PCMAXを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
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【数３】

により前記第1無線通信装置の前記最大構成送信電力PCMAX，cを調整するステップ
　を含み、
　pEMAX，cは、前記第1無線通信装置に対応するキャリアのための無線リソース制御RRCで
配信される電力値であり、10log10ΣpEMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTC
は第4電力損失値であり、PPowerClassは前記第1無線通信装置の電力クラスであり、MPRは
第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり
、ΔTProSeは第3電力損失値であり、およびP－MPRは第6電力減少値である、
　請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：

【数４】

により前記第1無線通信装置の前記最大構成送信電力PCMAXを調整するステップ
　を含み、
　pEMAX，cは、前記第1無線通信装置に対応するキャリアのための無線リソース制御RRC層
で配信される電力値であり、ΔTCは第4電力損失値であり、PPowerClassは前記第1無線通
信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり
、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力
減少値であり、PRegulatoryは前記予め設定された閾値に等しい、
　請求項8に記載の方法。
【請求項１１】
　PRegulatory＝PPowerClass－PCRであり、
　PCRは、前記装置の予め設定された電力減少値である、
　請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatoryは、前記装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは
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、前記第1無線通信装置に対応するアンテナ利得である、
　請求項10に記載の方法。
【請求項１３】
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBWであり、
　PSDRegulatoryは前記装置の予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記第1無線通
信装置に占有される帯域幅である、
　請求項10に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第1条件は、前記第1無線通信装置のアンテナ方向と前記第2無線通信装置のアンテ
ナ方向との間の角度差が、第3閾値以下であることをさらに含む、請求項1から13のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１５】
　無線通信装置であって、
　前記無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モ
ジュールと、
　前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュールと、
　調整モジュールであって、第1条件が満たされ、前記無線通信装置に対応する最大送信
電力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が前記
予め設定された閾値以下であるように前記最大送信電力を調整し、前記予め設定された閾
値は、前記第1条件下で、前記第2無線通信装置の受信性能に対する前記無線通信装置によ
って引き起こされる干渉を抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記無線通信装置の動作周波数と前記
第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む、
　無線通信装置。
【請求項１６】
　前記無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記無線通信装置のキャリアの最大
構成送信電力PCMAX，cを含む、請求項15に記載の無線通信装置。
【請求項１７】
　前記調整モジュールは、
　以下の式：
【数５】

により前記無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するよう構成
された第1調整ユニット
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、P

EMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerCla
ssは前記無線通信装置の電力クラスであり、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2
電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、
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　請求項16に記載の無線通信装置。
【請求項１８】
　前記調整モジュールは、
　以下の式：
【数６】

により前記無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するよう構成
された第2調整ユニット
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、
ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは前記無線通信装置の電力クラスであり、M
PRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値
であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、およびPRegu
latory，cは前記予め設定された閾値に等しい、
　請求項16に記載の無線通信装置。
【請求項１９】
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcは、前記キャリアの予め設定された電力減少値である、
　請求項18に記載の無線通信装置。
【請求項２０】
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatory，cは、キャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAnt
は、前記無線通信装置のアンテナ利得である、
　請求項18に記載の無線通信装置。
【請求項２１】
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは前記キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記対
象キャリアに占有される帯域幅である、
　請求項18に記載の無線通信装置。
【請求項２２】
　前記無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記無線通信装置の最大構成送信電
力PCMAXを含む、請求項18に記載の無線通信装置。
【請求項２３】
　前記調整モジュールは、
　以下の式：
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【数７】

によって前記無線通信装置の前記最大構成送信電力PCMAXを調整するよう構成された第3調
整ユニット
　を含み、
　pEMAX，cは、前記無線通信装置に対応するキャリアのための無線リソース制御RRCで配
信される電力値であり、10log10ΣpEMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTCは
第4電力損失値であり、PPowerClassは前記無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電
力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTP
roSeは第3電力損失値であり、およびP－MPRは第6電力減少値である、
　請求項22に記載の無線通信装置。
【請求項２４】
　前記調整モジュールは、
　以下の式：

【数８】

によって前記無線通信装置の前記最大構成送信電力を調整するよう構成された第4調整ユ
ニット
　を含み、
　pEMAX，cは、前記無線通信装置に対応するキャリアのための無線リソース制御RRC層で
配信される電力値であり、ΔTCは第4電力損失値であり、PPowerClassは前記無線通信装置
の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB
，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力減少値で
あり、および、PRegulatoryは前記予め設定された閾値に等しい、
　請求項22に記載の無線通信装置。
【請求項２５】
　PRegulatory＝PPowerClass－PCRであり、
　PCRは、前記装置の予め設定された電力減少値である、
　請求項24に記載の無線通信装置。
【請求項２６】
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　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatoryは、前記装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは
、前記無線通信装置のアンテナ利得である、
　請求項24に記載の無線通信装置。
【請求項２７】
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBWであり、
　PSDRegulatoryは前記装置の予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記無線通信
装置に占有される帯域幅である、
　請求項24に記載の無線通信装置。
【請求項２８】
　前記第1条件は、前記無線通信装置のアンテナ方向と前記第2無線通信装置のアンテナ方
向との間の角度差が、第3閾値以下であることをさらに含む、請求項15から27のいずれか
一項に記載の無線通信装置。
【請求項２９】
　入力装置、出力装置、プロセッサおよびメモリを含む無線通信装置であって、
　前記メモリは、プログラムを格納するよう構成され、
　前記プロセッサは、
　前記無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するステップと、
　前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップと、
　前記無線通信装置が第1条件が満たされていると判断し、前記無線通信装置に対応する
最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと前記無線通信装置が決定する場合、前記
最大送信電力を調整し、それにより前記調整された最大送信電力は予め設定された閾値以
下であるステップであって、前記予め設定された閾値は、前記第1条件下で、前記第2無線
通信装置の受信性能に対する前記無線通信装置によって引き起こされる干渉を抑制するた
めに使用される、ステップと
　を特に実行するために、前記メモリ内で前記プログラムを実行するよう構成され、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記無線通信装置の動作周波数と前記
第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む、
　無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は通信分野に関し、特に送信電力決定方法および無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヨーロッパでは、自動料金徴収所（tolling station）によって使用される周波数範囲
は、インテリジェント交通システム（Intelligent traffic system、ITS）によって使用
される周波数範囲に非常に近い。ヨーロッパ電気通信標準化協会（European Telecommuni
cations Standards Institute、ETSI）技術仕様書（Technical Specification、TS）102 
792において、ITS端末による干渉から料金所を保護するために、図1に示すように、ITS技
術と既存のtolling stationの共存の要件が定義される。ITS端末（動作周波数範囲が5855
MHz～5925MHz）がtolling stationに近い場合（動作周波数範囲は5795MHz～5815MHz）、t
olling stationと干渉しないように、ITS端末の電力は特定の値以下である必要がある。
共存のために生成された電力要件は、3GPPにおける車車間（Vehicle to Vehicle、V2V）
ユーザ機器（User equipment、UE）の電力の定義に反映される必要があり、その結果、V2
V UEはETSIに規定されている共存要件満たすことができる。
【０００３】
　従来技術では、動的最大電力減少（dynamic maximum power reduction、D－MPR）が最
大構成送信電力に導入され、3GPP TS 36．101における最大構成送信電力の計算式は以下
のように修正される。
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【０００４】
【数１】

【０００５】
　しかしながら、上記の方法では、最大構成送信電力の下限のみが変更され、上限は変更
されず、上限は依然として共存要件で規定されている一般的な状態のそれよりも大きい。
その結果、上記の方法ではETSIに規定された共存要件をよりよく満たすことができず、装
置間で比較的高い干渉が発生する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、装置間の干渉を抑制し、複数の装置の共存の要件を満たすために
、送信電力決定方法および無線通信装置を提供する。
【０００７】
　これを考慮して、第1態様によれば、本発明の実施形態は、送信電力決定方法を提供し
、
　第1無線通信装置によって、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離、および
第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップと、第1無線通信装置が第1条件が満た
されていると判断するとき、第1無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された
閾値より大きいと第1無線通信装置が決定する場合、最大送信電力を予め設定された閾値
に調整するステップであって、予め設定された閾値は、第1条件下で、第2無線通信装置の
受信性能に対する第1無線通信装置によって引き起こされる干渉を抑制するために使用さ
れる、ステップと
　を含み、
　第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離が第1閾値以下であり、第
1無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置の動作周波数との間の差は第2閾値以下で
あることを含む。
【０００８】
　なお、受信性能は、受信感度、受信範囲、受信ブロッキングインデックスなどを含むこ
とに留意すべきである。
【０００９】
　本発明の本実施形態では、予め設定された閾値の制限により、第1無線通信装置によっ
て第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を第1条件下で抑制することができ、そ
れにより、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の共存の要件を満たすことができる
。
【００１０】
　本発明の実施形態の第1態様を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第1実装では
、第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送
信電力PCMAX，cを含む。
【００１１】
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　本発明の本実施形態では、キャリアの最大構成送信電力を干渉を低減するために調整す
ることができ、それにより装置間の干渉を低減する実装形態が提供され、それによって解
決策の実装可能性が向上する。
【００１２】
　本発明の実施形態の第1態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第2
実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMA
X，cを、以下の式：
【００１３】
【数２】

【００１４】
により調整することができ、PEMAX，cは、対象キャリアの無線リソース制御（Radio Reso
urce Control、RRC）層で配信される電力値であり、PEMAX，cは予め設定された閾値に等
しく、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは第1無線通信装置の電力クラスであ
り、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、およびP－MPRcは第3電力減少値である。
【００１５】
　対象キャリアは第1無線通信装置に対応する任意のキャリアであり、第1電力損失値は第
1無線通信装置のフィルタの平坦度によって対象キャリアに生じる電力損失であり、第2電
力損失値および第3電力損失値は追加のフィルタによって生じる電力損失であり、第1電力
減少値は対象キャリアに対応する最大電力減少値であり、第2電力減少値は対象キャリア
に対応する追加の最大電力減少値であり、第3電力減少値は、第1無線通信装置に対応する
複数の無線接続間で電力を共有することによって対象キャリアに生じる電力減少であるこ
とに留意すべきである。
【００１６】
　本発明の本実施形態は、キャリアの最大構成送信電力を調整する特定の方法を提供し、
それによって解決策の実行可能性を改善する。
【００１７】
　本発明の実施形態の第1態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第3
実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMA
X，cを、以下の式：
【００１８】
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【数３】

【００１９】
により調整することができ、PEMAX，cは、対象キャリア用のRRC層で配信される電力値で
あり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは第1無線通信装置の電力クラスであ
り、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、PRegula
tory，cは予め設定された閾値に等しい。
【００２０】
　本発明の本実施形態は、キャリアの最大構成送信電力を調整する別の特定の方法を提供
し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【００２１】
　本発明の実施形態の第1態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第4
実装では、
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcはキャリアの予め設定された電力減少値である。
【００２２】
　本発明の本実施形態は、キャリアの最大構成送信電力を調整する別の特定の方法を提供
し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【００２３】
　本発明の実施形態の第1態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第5
実装では、
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAnt、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBWであり、
　EIRP＿PRegulatory，cはキャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは
第1無線通信装置のアンテナ利得であり、EIRP＿PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定
された等価等方放射電力スペクトル密度値である。
【００２４】
　本発明の本実施形態では、キャリアの最大構成送信電力を調整するために、キャリアの
等価等方放射電力値を設定されてもよく、それにより装置が共存要件を満たし、それによ
って解決策の柔軟性を向上させることができる。
【００２５】
　本発明の実施形態の第1態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第6
実装では、
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは、
対象キャリアによって占められる帯域幅である。
【００２６】
　本発明の本実施形態では、キャリアの最大構成送信電力を調整するために、キャリアの
電力スペクトル密度値を設定されてもよく、それにより装置が共存要件を満たし、それに
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【００２７】
　本発明の実施形態の第1態様の第2実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第7
実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMA
X，cを、以下の式：
【００２８】
【数４】

【００２９】
により調整することができ、PEMAX，cは、対象キャリア用のRRC層で配信される電力値で
あり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは第1無線通信装置の電力クラスであ
り、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、PRegula
tory，cは予め設定された閾値であり、PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された
電力スペクトル密度値である。
【００３０】
　本発明の本実施形態では、共存要件を満たし、それによって解決策の柔軟性を向上させ
るために、キャリアの構成された送信電力および電力スペクトル密度の両方を制限するこ
とができる。
【００３１】
　本発明の実施形態の第1態様を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第8実装では
、第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMA
Xを含む。
【００３２】
　本発明の実施形態では、第1無線通信装置によって第2無線通信装置の受信性能にもたら
される干渉を抑制するために、第1無線通信装置の最大構成送信電力が調整されてもよく
、それによって共存要件を満たす実装が提供され、それにより、解決策の実施可能性が改
善される。
【００３３】
　本発明の実施形態の第1態様の第8実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第9
実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の式
：
【００３４】
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【数５】

【００３５】
により調整することができ、10log10ΣpEMAX，cは、予め設定された閾値に等しく、ΔTC
，cは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1無線通信装置の電力クラスであり、MP
Rは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であ
り、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力減少値であり、pEMAX，cは第1無
線通信装置に対応するキャリア用のRRC層において配信される電力値である。
【００３６】
　第4電力損失値は第1無線通信装置のフィルタの平坦度によって第1無線通信装置に生じ
る電力損失であり、第2電力損失値および第3電力損失値は追加のフィルタによって生じる
電力損失であり、第4電力減少値は第1無線通信装置に対応する最大電力減少値であり、第
5電力減少値は第1無線通信装置に対応する追加の最大電力減少値であり、第6電力減少値
は、第1無線通信装置に対応する複数の無線接続間で電力を共有することによって第1無線
通信装置に生じる電力減少であることに留意すべきである。
【００３７】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置の最大構成送信電力を調整する特定の方法を
提供し、それによって解決策の実行可能性を改善する。
【００３８】
　本発明の実施形態の第1態様の第8実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第1
0実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の式
：
【００３９】

【数６】

【００４０】
により調整することができ、pEMAX，cは、第1無線通信装置に対応するキャリア用のRRCに
おいて配信された電力値であり、ΔTCは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1無
線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値、A－MPRは第5電力減少値であり、
ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力減
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【００４１】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置の最大構成送信電力を調整する別の特定の方
法を提供し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【００４２】
　本発明の実施形態の第1態様の第10実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
11実装では、
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRであり、
　PCRは装置の予め設定された電力減少値である。
【００４３】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置の最大構成送信電力を調整する別の特定の方
法を提供し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【００４４】
　本発明の実施形態の第1態様の第10実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
12実装では、
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAnt、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBWであり、
　EIRP＿PRegulatoryは装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは第1無線
通信装置のアンテナ利得であり、EIRP＿PSDRegulatoryは装置の予め設定された等価等方
放射電力スペクトル密度値である。
【００４５】
　本発明の本実施形態では、装置の最大構成送信電力を調整するために、装置の等価等方
放射電力値を設定されてもよく、それにより装置が共存要件を満たし、それによって解決
策の柔軟性を向上させることができる。
【００４６】
　本発明の実施形態の第1態様の第10実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
13実装では、
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBWであり、
　PSDRegulatoryは、装置の予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは、第1無線
通信装置によって占められる帯域幅である。
【００４７】
　本発明の本実施形態では、装置の最大構成送信電力を調整するために、装置の電力スペ
クトル密度値を設定されてもよく、それにより装置が共存要件を満たし、それによって解
決策の柔軟性を向上させることができる。
【００４８】
　本発明の実施形態の第1態様の第10実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
14実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の
式：
【００４９】
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【００５０】
により調整することができ、pEMAX，cは、第1無線通信装置に対応するキャリア用のRRC層
において配信される電力値であり、ΔTCは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1
無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値
であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第
6電力減少値であり、PRegulatoryは予め設定された閾値であり、PRegulatoryは、装置の
予め設定された電力スペクトル密度値である。
【００５１】
　本発明の本実施形態では、共存要件を満たし、それによって解決策の柔軟性を向上させ
るために、装置の電力スペクトル密度と装置の構成された送信電力の両方を制限すること
ができる。
【００５２】
　第1態様、および本発明の実施形態の第1態様の第1から第14の実装を参照すると、本発
明の実施形態の第1態様の第15実装において、第1条件は、第1無線通信装置のアンテナ方
向と第2無線通信のアンテナ方向との間の角度差は、第3閾値以下であることをさらに含む
。
【００５３】
　本発明の実施形態の第1態様を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第16実装では
、第1無線通信装置が第1条件は満たされていると判断した場合、第1無線通信装置が第1無
線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値以下であると判断した場合、第
1無線通信装置は別のプロセスを実行する。
【００５４】
　本発明の実施形態の第1態様の第16実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
17実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PC
MAX，cを、以下の式：
【００５５】
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【数８】

【００５６】
により決定することができ、PEMAX，cは、対象キャリア用のRRC層で配信される電力値で
あり、PEMAX，cは予め設定された閾値未満であり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、MPRc
は第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であ
り、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、PPowerClassは第
1無線通信装置の電力クラスである。
【００５７】
　本発明の実施形態の第1態様の第16実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
18実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PC
MAX，cを、以下の式：
【００５８】

【数９】

【００５９】
により決定することができ、PEMAX，cは、対象キャリア用のRRC層で配信される電力値で
あり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは第1無線通信装置の電力クラスであ
り、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、PRegula
tory，cは予め設定された閾値に等しい。
【００６０】
　本発明の実施形態の第1態様の第18実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
19実装では、
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRc、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAnt、または
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBW、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBWであり、
　PCRcは、キャリアの予め設定された電力減少値であり、EIRP＿PRegulatory，cはキャリ
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アの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは第1無線通信装置のアンテナ利得
であり、PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値であり、
BWは対象キャリアによって占められる帯域幅であり、EIRP＿PSDRegulatory，cはキャリア
の予め設定された等価等方放射電力スペクトル密度値である。
【００６１】
　本発明の実施形態の第1態様の第16実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
20実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の
式：
【００６２】
【数１０】

【００６３】
により決定することができ、pEMAX，cは、第1無線通信装置に対応するキャリア用のRRC層
において配信された電力値であり、10log10ΣpEMAX，cは、予め設定された閾値未満であ
り、ΔTC，cは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1無線通信装置の電力クラスで
あり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値、P－MPRは第6電力減少値である。
【００６４】
　本発明の実施形態の第1態様の第16実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
21実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の
式：
【００６５】
【数１１】

【００６６】
により決定することができ、pEMAX，cは、第1無線通信装置に対応するキャリア用のRRC層
において配信された電力値であり、ΔTCは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1
無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値
であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第
6電力減少値であり、PRegulatoryは予め設定された閾値に等しい。
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【００６７】
　本発明の実施形態の第1態様の第21実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
22実装では、
　PRegulatory＝PPowerClass－PCR、または
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAnt、または
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBW、または
　PRegulatory＝EIRP＿PSDRegulatory－GAnt＋101gBWであり、
　PCRは、装置の予め設定された電力減少値であり、EIRP＿PRegulatoryは装置の予め設定
された等価等方放射電力値であり、GAntは第1無線通信装置のアンテナ利得であり、PSDRe
gulatoryは、装置の予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは第1無線通信装置
によって占められる帯域幅であり、EIRP＿PSDRegulatoryは装置の予め設定された等価等
方放射電力スペクトル密度値である。
【００６８】
　第2態様によれば、本発明の実施形態は無線通信装置を提供し、無線通信装置は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モジュ
ールと、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュールと、
　調整モジュールであって、第1条件が満たされ、無線通信装置に対応する最大送信電力
が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が予め設定
された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は、第1条件下
で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされる干渉を抑
制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む
　無線通信装置。
【００６９】
　本発明の実施形態の第2態様を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第1実装では
、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力
PCMAX，cを含む。
【００７０】
　本発明の実施形態の第2態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第2
実装では、調整モジュールは、
　無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを、以下の式：
【００７１】
【数１２】

【００７２】
により調整するよう構成された第1調整ユニットを含み、PEMAX，cは、対象キャリアの無
線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、PEMAX，cは予め設定された閾値に等し
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く、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは無線通信装置の電力クラスであり、M
PRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値
であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、およびP－MPRcは第3電力減少値である。
【００７３】
　本発明の実施形態の第2態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第3
実装では、調整モジュールは、
　無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cを、以下の式：
【００７４】
【数１３】

【００７５】
により調整するよう構成された第2調整ユニットを含み、PEMAX，cは、対象キャリアの無
線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowe
rClassは無線通信装置の電力クラスであり、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2
電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、
P－MPRcは第3電力減少値であり、PRegulatory，cは予め設定された閾値に等しい。
【００７６】
　本発明の実施形態の第2態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第4
実装では、
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcはキャリアの予め設定された電力減少値である。
【００７７】
　本発明の実施形態の第2態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第5
実装では、
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAnt、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBWであり、
　EIRP＿PRegulatory，cはキャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは
無線通信装置のアンテナ利得であり、EIRP＿PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定され
た等価等方放射電力スペクトル密度値である。
【００７８】
　本発明の実施形態の第2態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第6
実装では、
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは、
対象キャリアによって占められる帯域幅である。
【００７９】
　本発明の実施形態の第2態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第7
実装では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通信装置のキャリアの最大構成
送信電力PCMAXを含む。
【００８０】
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　本発明の実施形態の第2態様の第7実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第8
実装では、調整モジュールは、
　無線通信装置の最大構成送信電力を、以下の式：
【００８１】
【数１４】

【００８２】
により調整するよう構成された、第3調整ユニットを含み、pEMAX，cは、無線通信装置に
対応するキャリア用の無線リソース制御RRCにおいて配信された電力値であり、10log10Σ
pEMAX，cは予め設定された閾値に等しく、ΔTCは、第4電力損失値であり、PPowerClassは
、無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値、A－MPRは第5電力減少値であ
り、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電
力減少値である。
【００８３】
　本発明の実施形態の第2態様の第7実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第9
実装では、調整モジュールは、
　無線通信装置の最大構成送信電力を、以下の式：
【００８４】

【数１５】

【００８５】
により調整するよう構成された、第4調整ユニットを含み、pEMAX，cは、無線通信装置に
対応するキャリア用の無線リソース制御RRC層において配信された電力値であり、ΔTCは
、第4電力損失値であり、PPowerClassは、無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電
力減少値、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは
第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力減少値であり、PRegulatoryは予め設定された閾
値に等しい。
【００８６】
　本発明の実施形態の第2態様の第9実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第1
0実装では、
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　PRegulatory＝PPowerClass－PCRであり、
　PCRは装置の予め設定された電力減少値である。
【００８７】
　本発明の実施形態の第2態様の第9実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第1
1実装では、
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatoryは装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは無線通
信装置のアンテナ利得である。
【００８８】
　本発明の実施形態の第2態様の第9実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第1
2実装では、
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBW、または
　PRegulatory＝EIRP＿PSDRegulatory－GAnt＋101gBWであり、
　PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは無線通信装
置によって占められる帯域幅であり、EIRP＿PSDRegulatoryは装置の予め設定された等価
等方放射電力スペクトル密度値である。
【００８９】
　本発明の実施形態の第2態様、および本第2態様の第1実装から第12実装を参照すると、
本発明の実施形態の第2態様の第13実装において、第1条件は、無線通信装置のアンテナ方
向と第2無線通信装置のアンテナ方向との間の角度差は、第3閾値以下であることをさらに
含む。
【００９０】
　第3態様によれば、本発明の実施形態は、入力装置、出力装置、プロセッサおよびメモ
リを含む無線通信装置を提供し、
　メモリは、プログラムを格納するよう構成され、
　プロセッサは、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するステップと、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップと、
　無線通信装置が第1条件が満たされていると判断し、無線通信装置に対応する最大送信
電力が予め設定された閾値より大きいと無線装置が決定する場合、調整された最大送信電
力が予め設定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は
、第1条件下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされ
る干渉を抑制するために使用されるステップと
　を特に実行するために、メモリ内でプログラムを実行するよう構成され、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。
【００９１】
　前述の技術的解決法から、本発明の実施形態が以下の利点を有することを理解すること
ができる。
【００９２】
　本発明の実施形態において、第1無線通信装置が第1条件が満たされていると判断すると
き、第1無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調
整された最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、第1無線通信装置に対応
する最大送信電力が調整され、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の
距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装置の動作周
波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置によって第2
無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通信装置と
第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、予め設定
された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制することができ
、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
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【００９３】
　本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に説明するために、実施形態を説明するた
めに必要な添付図面を以下に簡単に説明する。明らかに、以下の説明における添付の図面
は、本出願のいくつかの実施形態を示すに過ぎない。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の一実施形態による送信電力決定方法の一実施形態のフローチャートであ
る。
【図２】本発明の一実施形態による無線通信装置の一実施形態の概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による無線通信装置の別の実施形態の概略図である。
【図４】本発明の一実施形態による無線通信装置の別の実施形態の概略図である。
【図５】本発明の一実施形態による無線通信装置の別の実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００９５】
　本出願の明細書、特許請求の範囲、および添付の図面において、「第1」、「第2」、「
第3」、「第4」など（存在する場合）の用語は、類似の対象を区別することを意図してい
るが、必ずしも特定の順序または順序を示すものではない。そのように命名されたデータ
は適切な状況では交換可能であるので、本明細書に記載された本発明の実施形態は、本明
細書に図示または記載された順序以外の順序で実施できることを理解すべきである。さら
に、用語「含む（include）」、「有する（have）およびその任意の他の変形は、非排他
的な包含をカバーすることが意図される。例えば、一連のステップまたはユニットを含む
プロセス、方法、システム、製品、または装置は、明示的にリストされたステップまたは
ユニットに必ずしも限定されず、そのようなプロセス、方法、システム、製品、または装
置に明示的にリストされていないまたは固有でない他のステップまたはユニットを含んで
もよい。
【００９６】
　本発明の実施形態における送信電力決定方法および無線通信装置は、例えば、汎欧州デ
ジタル移動電話方式（Global System of Mobile communication、GSM(登録商標)）システ
ム、符号分割多元接続（Code Division Multiple Access、CDMA）システム、広帯域符号
分割多元接続（Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA(登録商標)）システム
、一般的なパケット無線サービス（General Packet Radio Service、GPRS）システム、ロ
ングタームエボリューション（Long Term Evolution、LTE）システム、LTE周波数分割複
信（Frequency Division Duplex、FDD）システム、LTE時分割複信（Time Division Duple
x、略して「TDD」）およびユニバーサル移動体通信システム（Universal Mobile Telecom
munication System、UMTS）、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイ
クロウェーブ・アクセス（Worldwide Interoperability for Microwave Access、WiMAX）
通信システムである様々な通信システムに適用されてもよいことを理解すべきである。
【００９７】
　本発明の実施形態における通信装置は、ユーザ装置（User Equipment、 UE）、移動局
（Mobile Station、MS）、移動端末（Mobile Terminal）、携帯電話（Mobile Telephone
）、ハンドセット（handset）、携帯機器（portable equipment）および自動料金装置を
含むが、これらに限定されないことを理解されたい。通信装置は、無線アクセスネットワ
ーク（Radio Access Network）を介して1つまたは複数のコアネットワークと通信するこ
とができる。例えば、通信装置は、携帯電話（または「セルラー」電話と呼ばれる）、ま
たは無線通信機能を有するコンピュータとすることができる。通信装置は、携帯型、ポケ
ットサイズ、ハンドヘルド型、コンピュータ内蔵型、または車載用の移動装置であっても
よい。
【００９８】
　本発明の実施形態は、装置間の干渉を抑制し、複数の装置の共存の要件を満たすために
、送信電力決定方法および無線通信装置を提供する。
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【００９９】
　ITS端末と自動料金装置とが共存するシナリオに加えて、本発明の実施形態における方
法および無線通信装置は、他の無線通信装置が共存するシナリオにも適用可能であること
を理解されたい。これは本発明の実施形態において特に限定されない。
【０１００】
　本発明の実施形態を理解しやすくするために、以下では本発明の実施形態におけるいく
つかのパラメータについて説明する。
【０１０１】
　無線アクセスシステムは3つの層に分けられる。第1層は物理（Physical、PHY）層、第2
層はメディアアクセス制御（Media Access Control、MAC）副層、無線リンク制御（Radio
 Link Control、RLC）副層、およびパケットデータコンバージェンスプロトコル（Packet
 Data Convergence Protocol、PDCP）副層、および第3層は無線リソース制御（Radio Res
ource Control、RRC）層である。本発明の実施形態におけるRRC層は、第1無線通信装置に
よってアクセスされる無線通信システムの第3層である。PEMAX，cは、RRC層のシグナリン
グにおいて、第1無線通信装置に対応するキャリアについてシステムによって配信される
電力値である。ΣpEMAX，cは、RRC層のシグナリングにおいて、第1無線通信に対応する全
てのキャリアについてシステムによって配信される電力値の合計である。
【０１０２】
　無線通信装置は無線周波数フィルタを含み、無線周波数フィルタが平坦でないと電力損
失が生じる。第1電力損失値ΔTC，cは、第1無線通信装置の無線周波数フィルタの平坦度
によって対象キャリアに生じる電力損失である。第4電力損失値ΔTCは、全キャリアにお
ける第1無線通信装置の無線周波数フィルタの平坦度に起因する電力損失値の最大値であ
る。ΔTC，c および ΔTCの特定の定義および値については、3GPP TS 36．101を参照のこ
と。詳細は本明細書では再度説明されない。
【０１０３】
　第2電力損失値ΔTIB，cおよび第3電力損失値ΔTProSeは、同時に複数の周波数帯域で送
信するなどの要件を満たすために追加されるフィルタによって第1無線通信装置で引き起
こされる電力損失である。ΔTIB，cおよびΔTProSeの具体的な定義および値については、
3GPP TS 36．101を参照のこと。詳細は本明細書では再度説明されない。
【０１０４】
　第1電力減少値MPRcは対象キャリアに対応する最大電力減少値であり、第2電力減少値A
－MPRcは対象キャリアに対応する追加の最大電力減少値であり、第3電力減少値P－MPRcは
第1無線通信装置に対応する複数の無線接続間で共有する電力によって対象キャリアにも
たらされる電力減少であり、第4電力減少値MPRは第1無線通信装置に対応する最大電力減
少値であり、第5電力減少値A－MPRは第1無線通信装置に対応する追加の最大電力減少値で
あり、第6電力減少値P－MPRは、第1無線通信装置に対応する複数の無線接続間で電力を共
有することによって第1無線通信装置に生じる電力減少である。MPRc、A－MPRc、P－MPRc
、MPR、A－MPRおよびP－MPRの具体的な定義については、3GPP TS 36．101を参照のこと。
詳細は本明細書では再度説明されない。
【０１０５】
　以下では、まず、本発明の実施形態における送信電力決定方法について説明する。図1
を参照すると、本発明の実施形態における送信電力決定方法の一実施形態は以下のステッ
プを含む。
【０１０６】
　101．第1無線通信装置は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定する
。
【０１０７】
　第1無線通信装置および第2無線通信装置が無線通信システムにアクセスした後、第1無
線通信装置は第2無線通信装置の位置を取得し、次にその位置と第1無線通信装置の位置に
基づいて、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定する。具体的には、第
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1無線通信装置は、データベースに問い合わせることによって第2無線通信装置の位置を決
定してもよく、第2無線通信装置によって送信された受信信号を使用して、第2無線通信装
置の位置を決定してもよいか、または他の方法で第2無線通信装置の位置を決定してもよ
く、これは本明細書では特に限定されない。
【０１０８】
　第1無線通信装置によって第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定する
プロセスは動的プロセスであることを理解されたい。第1無線通信装置および／または第2
無線通信装置が移動するにつれて距離は変化するはずであり、第1無線通信装置は定期的
または不定期的に距離を取得することができる。
【０１０９】
　102．第1無線通信装置は第2無線通信装置の動作周波数を決定する。
【０１１０】
　第2無線通信装置は特定の周波数帯で動作する。第1無線通信装置は、データベースに問
い合わせることによって第2無線通信装置の動作周波数を決定してもよく、第2無線通信装
置によって送信された受信信号を使用して、第2無線通信装置の動作周波数を決定しても
よいか、または他の方法で第2無線通信装置の動作周波数を決定してもよく、これは本明
細書では特に限定されない。第2無線通信装置の動作周波数を決定した後、第1無線通信装
置は第1無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置の動作周波数との間の差を決定する
ことができる。
【０１１１】
　103．第1無線通信装置は、第1無線通信装置に対応する最大送信電力を調整する。
【０１１２】
　第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離、および第1無線通信装置の動作周波
数と第2無線通信装置の動作周波数との間の差を決定した後、第1無線通信装置は、第1条
件が満たされているか否か決定できる。第1条件は、距離が第1閾値以下であり、差が第2
閾値以下であることを含む。第1無線通信装置が第1条件は満たされていると判断する場合
、第1無線通信装置は第1無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より
大きいか否かを判断し、最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調整された
最大送信電力が予め設定された閾値以下となるように、第1無線通信装置は最大送信電力
を調整する。
【０１１３】
　第1閾値および第2閾値は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間で干渉が発生する
条件に基づいて設定されることを理解されたい。具体的には、第1無線通信装置と第2無線
通信装置とが第1条件を満たす場合、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間で干渉が
発生し、試験などにより特定値が決定される。予め設定された閾値は、第1無線通信装置
によって、第1条件下で、第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制するため
に使用される。
【０１１４】
　本発明の実施形態において、第1無線通信装置が第1条件が満たされていると判断すると
き、第1無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調
整された最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、第1無線通信装置に対応
する最大送信電力が調整され、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の
距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装置の動作周
波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置によって第2
無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通信装置と
第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、予め設定
された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制することができ
、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【０１１５】
　図1に対応する実施形態に基づいて、距離が第1閾値以下であり、動作周波数差が第2閾
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値以下であることに加えて、第1条件は、角度差が第3閾値以下である。角度差は、第1無
線通信装置のアンテナ方向と第2無線通信装置のアンテナ方向との間の角度差であり、第3
閾値は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の干渉の発生条件に基づいて設定され
る。
【０１１６】
　図1に対応する実施形態に基づいて、第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、第1
無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力であってもよく、第1無線通信装置の最大構
成送信電力であってもよいか、または、第1無線通信装置に対応し、別の理由に基づいて
制限される最大送信電力であってもよい。以下は、第1無線通信装置に対応する最大送信
電力がキャリアの最大構成送信電力である場合と、第1無線通信装置に対応する最大送信
電力が装置の最大構成送信電力である場合とに分けて説明する。
【０１１７】
　1．第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、キャリアの最大構成送信電力である。
【０１１８】
　方法1. PEMAX，cの値は、RRC層で調整される。
【０１１９】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力PCMAX，
cであり、第1無線通信装置は、第1無線通信装置に対応する最大送信電力を以下のように
調整する。
【０１２０】
　第1無線通信装置に対応する任意のキャリア、すなわち対象キャリアについて、第1無線
通信装置は、以下の式（1）～（3）に従って対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを
調整する：
【０１２１】
【数１６】

【０１２２】
　PEMAX，cは、対象キャリアのためにRRC層で配信される電力値であり、電力値は通常、
オペレータの設定または他の理由に基づいてRRC層で設定されることを理解されたい。本
発明の本実施形態では、オペレータまたは他の理由に基づいて設定されたPEMAX，cの値は
、RRC層で予め設定された閾値と比較され、その値が予め設定された閾値より大きい場合
、PEMAX，cの値はRRC層で予め設定された閾値に調整され、次いでシグナリングを使用す
ることによって第1無線通信装置に配信される。この場合、第1無線通信装置は、式（1）
～式（3）に従って対象キャリアの最大構成送信電力を決定し、それにより対象キャリア
の最大構成送信電力は予め設定された閾値以下になる。
【０１２３】
　さらに、オペレータまたは他の理由に基づいて設定されたPEMAX，cの値が予め設定され
た閾値より小さい場合、対象キャリアの元の最大構成送信電力、および3GPP TS 36．101
で定義されている元の最大構成送信電力は予め設定された閾値以上である。第1無線通信
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装置は対象キャリアの最大構成送信電力を調整する必要はなく、RRC層はシグナリングを
用いて第1無線通信装置に直接値を配信し、第1無線通信装置は再び式（1）～（3）に従っ
て対象キャリアの最大構成送信電力を決定する。
【０１２４】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力を調整する特
定の方法を提供し、それによって解決策の実行可能性を改善する。
【０１２５】
　方法2. 新しい電力が定義される。
【０１２６】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力PEMAX，
cであり、第1無線通信装置は、第1無線通信装置に対応する最大送信電力を以下のように
調整する。
【０１２７】
　第1無線通信装置に対応する任意のキャリア、すなわち対象キャリアについて、第1無線
通信装置は、以下の式（4）～（6）に従って対象キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cを
調整する：
【０１２８】
【数１７】

【０１２９】
　PRegulatory，cは新たに定義された電力であり、PRegulatory，cは予め設定された閾値
に等しいことを理解されたい。
【０１３０】
　なお、対象キャリアの最大構成送信電力が予め設定された閾値未満である場合に加えて
、式（4）～（6）は、対象キャリアの最大構成送信電力が予め設定された閾値より大きい
場合にも適用可能である。
【０１３１】
　式（5）および（6）において、PRegulatory，cは、予め設定された閾値に直接設定され
てもよいか、または以下の式：
　PPowerClass－PCRc（7）
　で置き換えられてもよいことをさらに理解されたく、
　PCRcは、キャリアの予め設定された電力減少値であり、キャリアの予め設定された電力
減少値は、予め設定された閾値およびPPowerClassの値に基づいて設定され、異なるシナ
リオにおける異なる値に対応する。
【０１３２】
　PRegulatory，cは代わりに以下の式：
　EIRP＿PRegulatory，c－GAnt（8）
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　EIRP＿PRegulatory，cは、キャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAnt
は、第1無線通信装置に対応するアンテナ利得である。なお、キャリアの予め設定された
等価等方放射電力値は、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件
下で、第1無線通信装置と第2無線通信装置との共存によるキャリアの等価等方放射電力に
課される制限に基づいて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されて
もよい。これは本明細書において特に限定されない。この場合、予め設定された閾値は、
キャリアの予め設定された等価等方放射電力値から第1無線通信装置に対応するアンテナ
利得を減算したものに等しい。
【０１３３】
　PRegulatory，cは代わりに以下の式：
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBW（9）
　で置き換えられてもよく、
　PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、BWは対象キャリ
アに占有される帯域幅である。なお、キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値は
、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下で、第1無線通信装置
と第2無線通信装置との共存によるキャリアの電力スペクトル密度に課される制限に基づ
いて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されてもよい。これは本明
細書において特に限定されない。この場合、予め設定された閾値はPSDRegulatory，c＋10
1gBWに等しい。
【０１３４】
　PRegulatory，cは代わりに以下の式：
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBW（10）
　で置き換えられてもよく、
　EIRP＿PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された等価等方放射電力スペクトル密
度値であり、BWは対象キャリアによって占有される帯域幅であり、GAntは、第1無線通信
装置に対応するアンテナ利得である。なお、キャリアの予め設定された等価等方放射電力
スペクトル密度値は、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下
で、第1無線通信装置と第2無線通信装置との共存によるキャリアの等価等方放射電力スペ
クトル密度に課される制限に基づいて設定することができるか、または他の要因に基づい
て設定されてもよい。これは本明細書において特に限定されない。
【０１３５】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力を調整する複
数の特定の方法を提供し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【０１３６】
　方法3. 複数の新しい電力が定義される。
【０１３７】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力PCMAX，
cであり、第1無線通信装置は、第1無線通信装置に対応する最大送信電力を以下のように
調整する。
【０１３８】
　第1無線通信装置に対応する任意のキャリア、すなわち対象キャリアについて、第1無線
通信装置は、以下の式（11）～（13）：
【０１３９】



(28) JP 2020-507256 A 2020.3.5

10

20

30

40

50

【数１８】

【０１４０】
に従って対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整し、
　PRegulatory，cは予め設定された閾値であり、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無
線通信装置との共存によってキャリアの構成された送信電力に課される制限に基づいて具
体的に設定されてもよく、PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定された電力スペクトル
密度値であり、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無線通信装置との共存によってキャ
リアの電力スペクトル密度に課される制限に基づいて具体的に設定されてもよく、または
他の要因に基づいて設定されてもよい。これは本明細書において特に限定されない。第1
無線通信装置は、式（11）～（13）に従って、対象キャリアの最大構成送信電力を決定し
、それにより、第1無線通信装置と第2無線通信装置が共存する場合、キャリアの電力スペ
クトル密度とキャリアの構成送信電力の両方を制限できる。
【０１４１】
　キャリアの電力スペクトル密度とキャリアの送信電力の両方が制限されることに加えて
、キャリアの等価等方放射電力とキャリアの設定送信電力の両方がさらに制限されてもよ
い。具体的には、第1無線通信装置は、以下の式（14）～（16）：
【０１４２】
【数１９】

【０１４３】
に従って、対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整し、
　PRegulatory，cは予め設定された閾値であり、EIRP＿PRegulatory，cはキャリアの予め
設定された等価等方放射電力値である。
【０１４４】
　あるいは、キャリアの等価等方放射電力およびキャリアの電力スペクトル密度の両方が
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制限されてもよい。具体的には、第1無線通信装置は、以下の式（17）～（19）：
【０１４５】
【数２０】

【０１４６】
に従って、対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整し、
　PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、EIRP＿PRegulat
ory，cはキャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、この場合、予め設定され
た閾値はPSDRegulatory，c＋101gBWとEIRP＿PRegulatory，c－GAntの小さい方の値である
。
【０１４７】
　あるいは、以下の3つのパラメータ、すなわちキャリアの等価等方放射電力、キャリア
の構成送信電力、およびキャリアの電力スペクトル密度の全てが制限されてもよい。具体
的には、第1無線通信装置は、以下の式（20）～（22）：
【０１４８】

【数２１】

【０１４９】
に従って、対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整し、
　EIRP＿PRegulatory，cはキャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、PSDReg
ulatory，cはキャリアの予め設定された電力スペクトル密度値であり、PRegulatory，cは
予め設定された閾値である。
【０１５０】
　上記のいくつかの場合に加えて、本出願では、代替的に、以下のキャリアの構成送信電
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力、キャリアの電力スペクトル密度、キャリアの等価等方放射電力、およびキャリアの等
価等方放射電力スペクトル密度の4つのパラメータのうちの2つ以上が制限されてもよく、
対応する式は、本明細書では再度列挙されない。なお、対象キャリアの最大構成送信電力
が予め設定された閾値未満である場合に加えて、式（11）～（13）、（14）～（16）、（
17）～（19）、（20）～（22）は、対象キャリアの最大構成送信電力が予め設定された閾
値より大きい場合にも適用可能である。
【０１５１】
　本発明の本実施形態では、複数の新しい電力が定義されるので、第1無線通信装置と第2
無線通信装置が共存する場合、第1無線通信装置のキャリアの複数のパラメータを制限す
ることができる。
【０１５２】
　2．第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、装置の最大構成送信電力である。
【０１５３】
　方法1. pEMAX，cの値は、RRC層で調整される。
【０１５４】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXであり、第1
無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを以下の式（23）～（25）に
従って調整する：
【０１５５】
【数２２】

【０１５６】
　ΣpEMAX，cは、第1無線通信に対応する全てのキャリアについて、RRC層のシグナリング
においてシステムによって配信される電力値の合計であり、各キャリアの電力値は通常オ
ペレータの設定および他の理由RRC層に基づいて設定されることを理解されたい。本発明
の本実施形態では、RRC層で、10log10ΣpEMAX，cの値は、オペレータまたは他の理由に基
づいて設定された各キャリアの電力値に基づいて計算され、その値が予め設定された閾値
と比較される。その値が予め設定された閾値より大きい場合、各キャリアの電力値はRRC
層で調整され、各キャリアの電力値は、10log10ΣpEMAX，cが予め設定された閾値に等し
くなった後にシグナリングを使用して配信される。この場合、第1無線通信装置は、式（2
3）～（25）に従って第1無線通信装置の最大構成送信電力を決定し、それにより、第1無
線通信装置の最大構成送信電力は、予め設定された閾値以下になる。
【０１５７】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置の最大構成送信電力を調整する特定の方法を
提供し、それによって解決策の実行可能性を改善する。
【０１５８】
　方法2. 新しい電力が定義される。
【０１５９】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXであり、第1
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無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを以下の式（26）～（28）に
従って調整する：
【０１６０】
【数２３】

【０１６１】
　PRegulatoryは新たに定義された電力であり、PRegulatoryは予め設定された閾値に等し
いことを理解されたい。
【０１６２】
　なお、第1無線通信装置の最大構成送信電力が予め設定された閾値未満である場合に加
えて、式（26）および（27）は、第1無線通信装置の最大構成送信電力が予め設定された
閾値より大きい場合にも適用可能であることをさらに理解されたい。
【０１６３】
　式（27）および（28）において、PRegulatoryは、予め設定された閾値に直接設定され
てもよいか、または以下の式：
　PRegulatory＝PPowerClass－PCR（29）
　で置き換えられてもよいことをさらに理解されたく、PCRは、装置の予め設定された電
力減少値であり、装置の予め設定された電力減少値は、予め設定された閾値およびPPower
Classの値に基づいて設定され、異なるシナリオにおける異なる値に対応する。
【０１６４】
　PRegulatoryは代わりに以下の式：
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAnt（230）
　で置き換えられてもよく、
　EIRP＿PRegulatoryは、装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは、第1
無線通信装置に対応するアンテナ利得である。なお、装置の予め設定された等価等方放射
電力値は、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下で、第1無線
通信装置と第2無線通信装置との共存による第1無線通信装置の等価等方放射電力に課され
る制限に基づいて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されてもよい
。これは本明細書において特に限定されない。この場合、予め設定された閾値は、装置の
予め設定された等価等方放射電力値から第1無線通信装置に対応するアンテナ利得を減算
したものに等しい。
【０１６５】
　PRegulatoryは代わりに以下の式：
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBW（31）
　で置き換えられてもよく、
　PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密度値、BWは第1無線通信装置に
占有される帯域幅である。なお、装置の予め設定された電力スペクトル密度値は、ユーザ
またはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無
線通信装置との共存による第1無線通信装置の電力スペクトル密度に課される制限に基づ
いて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されてもよい。これは本明
細書において特に限定されない。この場合、予め設定された閾値はPSDRegulatory，c＋10
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1gBWに等しい。
【０１６６】
　PRegulatoryは代わりに以下の式：
　PRegulatory＝EIRP＿PSDRegulatory－GAnt＋101gBW（32）
　で置き換えられてもよく、
　EIRP＿PSDRegulatoryは、装置の予め設定された等価等方放射電力スペクトル密度値で
あり、BWは第1無線通信装置によって占有される帯域幅であり、GAntは、第1無線通信装置
に対応するアンテナ利得である。なお、装置の予め設定された等価等方放射電力スペクト
ル密度値は、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下で、第1無
線通信装置と第2無線通信装置との共存による装置の等価等方放射電力スペクトル密度に
課される制限に基づいて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されて
もよい。これは本明細書において特に限定されない。本発明の本実施形態は、第1無線通
信装置の最大構成送信電力を調整する複数の特定の方法を提供し、それによって解決策の
柔軟性を改善する。
【０１６７】
　方法3. 複数の新しい電力が定義される。
【０１６８】
　本発明の本実施形態に提供される送信電力決定方法の別の実施形態において、第1無線
通信装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXであり、
第1無線通信装置は以下の式（33）～（35）：
【０１６９】

【数２４】

【０１７０】
に従って第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整し、
　PRegulatoryは予め設定された閾値であり、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無線通
信装置との共存によって第1無線通信装置の構成された送信電力に課される制限に基づい
て具体的に設定されてもよく、PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密
度値であり、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無線通信装置との共存によって装置の
電力スペクトル密度に課される制限に基づいて具体的に設定されてもよく、または他の要
因に基づいて設定されてもよい。
　これは本明細書において特に限定されない。第1無線通信装置は、式（33）～（35）に
従って、第1無線通信装置の最大構成送信電力を決定し、それにより、第1無線通信装置と
第2無線通信装置が共存する場合、第1無線通信装置の電力スペクトル密度と第1無線通信
装置の構成送信電力を制限できる。
【０１７１】
　第1無線通信装置の電力スペクトル密度および第1無線通信装置の構成送信電力の両方が
制限されることに加えて、第1無線通信装置の等価等方放射電力および第1無線通信装置の
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構成送信電力の両方がさらに制限されてもよい。具体的には、第1無線通信装置は、以下
の式（36）～（38）：
【０１７２】
【数２５】

【０１７３】
に従って、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整し、
　PRegulatory，cは予め設定された閾値であり、EIRP＿PRegulatoryは装置の予め設定さ
れた等価等方放射電力値である。
【０１７４】
　あるいは、第1無線通信装置の等価等方放射電力および第1無線通信装置の電力スペクト
ル密度の両方が制限されてもよい。具体的には、第1無線通信装置は、以下の式（39）～
（41）：
【０１７５】
【数２６】

【０１７６】
に従って、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整し、
　PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密度値、EIRP＿PRegulatoryは装
置の予め設定された等価等方放射電力値であり、この場合、予め設定された閾値はPSDReg
ulatory＋101gBWとEIRP＿PRegulatory，c－GAntの小さい方の値である。
【０１７７】
　代替として、以下の3つのパラメータ、すなわち第1無線通信装置の等価等方放射電力、
第1無線通信装置の構成送信電力、および第1無線通信装置の電力スペクトル密度が全て制
限され得る。具体的には、第1無線通信装置は、以下の式（42）～（44）：
【０１７８】
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【数２７】

【０１７９】
に従って、装置の最大構成送信電力PCMAXを調整し、
　PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密度値であり、EIRP＿PRegulato
ryは装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、PRegulatoryは予め設定された閾
値である。
【０１８０】
　上記のいくつかの場合に加えて、本出願では、以下の装置の構成送信電力、装置の電力
スペクトル密度、装置の等価等方放射電力、および装置の等価等方放射電力スペクトル密
度の4つのパラメータのうちの2つ以上が制限されてもよく、対応する式は、本明細書では
再度列挙されない。
【０１８１】
　なお、第1無線通信装置の最大構成送信電力が予め設定された閾値未満である場合に加
えて、式（33）～（35）、（36）～（38）、（39）～（41）および（42）～（44）は、第
1無線通信装置の最大構成送信電力が予め設定された閾値より大きい場合にも適用可能で
あることをさらに理解されたい。
【０１８２】
　本発明の本実施形態では、複数の新しい電力が定義されるので、第1無線通信装置と第2
無線通信装置が共存する場合、第1無線通信装置の複数のパラメータを制限することがで
きる。
【０１８３】
　上記は、本発明の実施形態による送信電力決定方法について説明したが、以下に、本発
明の実施形態による無線通信装置について説明する。図2を参照して、本発明の実施形態
による無線通信装置の実施形態は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モジュ
ール201と、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュール202と、
　調整モジュール203であって、第1条件が満たされ、無線通信装置に対応する最大送信電
力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が予め設
定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は、第1条件
下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされる干渉を
抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。
【０１８４】
　本発明の実施形態において、無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき
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、無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調整され
た最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、調整モジュール203は第1無線通
信装置に対応する最大送信電力を調整し、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装
置との間の距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装
置の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置に
よって第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通
信装置と第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、
予め設定された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制するこ
とができ、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【０１８５】
　図2に対応する実施形態に基づいて、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通
信装置のキャリアの最大構成送信電力であってもよく、無線通信装置の最大構成送信電力
であってもよいか、または、無線通信装置に対応し、別の理由に基づいて設定される最大
送信電力であってもよい。以下は、無線通信装置に対応する最大送信電力がキャリアの最
大構成送信電力である場合と、無線通信装置に対応する最大送信電力が装置の最大構成送
信電力である場合とに分けて説明する。
【０１８６】
　1．無線通信装置に対応する最大送信電力は、キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cで
ある。
【０１８７】
　図3を参照して、本発明の実施形態による無線通信装置の別の実施形態は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モジュ
ール301と、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュール302と、
　調整モジュール303であって、第1条件が満たされ、無線通信装置に対応する最大送信電
力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が予め設
定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は、第1条件
下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされる干渉を
抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。
【０１８８】
　本発明の本実施形態では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通信装置のキ
ャリアの最大構成送信電力を含むことを理解されたい。さらに、本発明の本実施形態にお
いて、第1条件は、無線通信装置のアンテナ方向と第2無線通信装置のアンテナ方向との間
の角度差が、第3閾値以下であることをさらに含んでもよいか、または別の条件を含んで
もよい。これは、本発明の本実施形態において特に限定されない。
【０１８９】
　本発明の本実施形態では、調整モジュール303は、
　前述の式（1）～（3）に従って無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX
，cを調整するように構成された第1調整ユニット3031、または
　前述の式（4）～（6）に従って、無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMA
X，cを調整するよう構成された第2調整ユニット3032
　を含み得ることをさらに理解されたい。
【０１９０】
　具体的には、上記式（5）および式（6）中のPRegulatory，cを代わりに上記式（7）、
式（8）、式（9）または式（10）に置き換えてもよい。
【０１９１】
　本発明の実施形態において、無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき
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、無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調整され
た最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、調整モジュール303は第1無線通
信装置に対応する最大送信電力を調整し、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装
置との間の距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装
置の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置に
よって第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通
信装置と第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、
予め設定された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制するこ
とができ、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【０１９２】
　さらに、本発明の本実施形態では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、キャリア
の最大構成送信電力を含み、本発明の本実施形態は、キャリアの最大構成送信電力を調整
する複数の方法を提供し、それにより、解決策の柔軟性が向上する。
【０１９３】
　2．無線通信装置に対応する最大送信電力は、装置の最大構成送信電力PCMAXである。
【０１９４】
　図4を参照して、本発明の実施形態による無線通信装置の別の実施形態は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モジュ
ール401と、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュール402と、
　調整モジュール403であって、第1条件が満たされ、無線通信装置に対応する最大送信電
力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が予め設
定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は、第1条件
下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされる干渉を
抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。
【０１９５】
　本発明の本実施形態では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通信装置の最
大構成送信電力を含むことを理解されたい。さらに、本発明の本実施形態において、第1
条件は、無線通信装置のアンテナ方向と第2無線通信装置のアンテナ方向との間の角度差
が、第3閾値以下であることをさらに含んでもよいか、または別の条件を含んでもよい。
これは、本発明の本実施形態において特に限定されない。
【０１９６】
　本発明の本実施形態では、調整モジュール403は、
　前述の式（23）～（25）に従って無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整するよ
うに構成された第3調整ユニット4031、または
　前述の式（26）～（28）に従って、無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整する
よう構成された第4調整ユニット4032
　を含み得ることをさらに理解されたい。
【０１９７】
　具体的には、上記式（27）および式（28）中のPRegulatoryを上記式（29）、式（30）
、式（31）または式（32）に置き換える。
【０１９８】
　本発明の実施形態において、無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき
、無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調整され
た最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、調整モジュール403は第1無線通
信装置に対応する最大送信電力を調整し、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装
置との間の距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装
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置の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置に
よって第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通
信装置と第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、
予め設定された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制するこ
とができ、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【０１９９】
　さらに、本発明の本実施形態では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、装置の最
大構成送信電力を含み、本発明の本実施形態は、無線通信装置の最大構成送信電力を調整
する複数の方法を提供し、それにより、解決策の柔軟性が向上する。
【０２００】
　上記は、モジュール化の観点から本発明の実施形態における無線通信装置を説明し、エ
ンティティハードウェアの観点から本発明の実施形態における無線通信装置を以下に説明
する。図5は、本発明の一実施形態による無線通信装置50の概略構成図である。無線通信
装置50は、入力装置510、出力装置520、プロセッサ530およびメモリ540を含み得る。
【０２０１】
　メモリ540は、読み出し専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでもよく、プ
ロセッサ530のために命令およびデータを提供する。メモリ540の一部は、不揮発性ランダ
ムアクセスメモリ（Non－Volatile Random Access Memory、NVRAM）をさらに含み得る。
【０２０２】
　メモリ540は、以下の要素、実行可能モジュールまたはデータ構造、またはそれらのサ
ブセット、またはそれらの拡張セット、すなわち、
　様々な動作命令を含み、様々な動作を実施するために使用される動作命令と、
　様々なシステムプログラムを含み、様々な基本サービスを実施し、ハードウェアベース
のタスクを処理するために使用されるオペレーティングシステムと
　を格納する。
【０２０３】
　本発明の本実施形態では、
　プロセッサ530は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定し、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定し、
　無線通信装置が第1条件が満たされていると決定し、無線通信装置が無線通信装置に対
応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと決定する場合、調整された最大送
信電力が予め設定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾
値は、第1条件下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こ
される干渉を抑制するために使用され、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む
　よう構成される。
【０２０４】
　プロセッサ530は無線通信装置50の動作を制御し、プロセッサ530は代替として中央処理
装置（Central Processing Unit、CPU）と呼ばれることもある。メモリ540は、読み出し
専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでもよく、プロセッサ530のために命令
およびデータを提供する。メモリ540の一部は、NVRAMをさらに含み得る。特定の用途では
、無線通信装置50の様々な構成要素はバスシステム550を介して結合される。データバス
に加えて、バスシステム550は、電源バス、制御バス、ステータス信号バスなどをさらに
含んでもよい。しかしながら、明確な説明のために、図の種々の種類のバスがバスシステ
ム550として示されている。
【０２０５】
　本発明の実施形態に開示された方法は、プロセッサ530に適用されてもよいし、プロセ
ッサ530によって実現されてもよい。プロセッサ530は、集積回路チップであってもよく、



(38) JP 2020-507256 A 2020.3.5

10

20

30

40

50

信号処理能力を有する。実施プロセスにおいて、前述の方法のステップは、プロセッサ53
0内のハードウェアの集積論理回路を使用して、またはソフトウェアの形態の命令を使用
して実施されてもよい。プロセッサ530は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（D
igital Signal Processor、DSP）、特定用途向け集積回路（Application Specific Integ
rated Circuit、ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Field－Programmable
 Gate Array、FPGA）、または別のプログラマブルロジック装置、ディスクリートゲート
またはトランジスタ論理装置、またはディスクリートハードウェアコンポーネントであっ
てもよい。プロセッサは、本発明の実施形態に開示された方法、ステップ、および論理ブ
ロック図を実施または実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであ
ってもよいし、プロセッサは任意の通常のプロセッサであってもよい。本発明の実施形態
を参照して開示された方法のステップは、ハードウェア復号化プロセッサを使用すること
によって直接実行され達成されてもよく、または復号化プロセッサ内のハードウェアおよ
びソフトウェアモジュールの組み合わせを使用して実行され達成されてもよい。ソフトウ
ェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ、
プログラマブル読み出し専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジス
タなど、分野における成熟した記憶媒体内に配置されてもよい。記憶媒体はメモリ540内
に配置され、プロセッサ530はメモリ540内の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて前述の方法におけるステップを完了する。
【０２０６】
　当業者であれば、上記のシステム、装置、およびユニットの詳細な作業プロセスについ
て、簡潔かつ簡単な説明のために、前述の方法の対応するプロセスを参照し、詳細はここ
では再び説明しないことは明確に理解されよう。
【０２０７】
　本出願で提供されるいくつかの実施形態において、開示されたシステム、装置、および
方法は、別の方法で実施され得ることを理解されたい。例えば、説明した装置の実施形態
は単なる一例に過ぎない。例えば、ユニット分割は単に論理的な機能分割であり、実際の
実装では他の分割であってもよい。例えば、複数のユニットまたは構成要素を組み合わせ
て、別のシステムに統合したり、あるいは一部の機能を無視したり、実行しなくてもよい
。さらに、表示されたまたは議論された相互結合または直接結合または通信接続は、いく
つかのインターフェースを使用することによって実装されてもよい。装置またはユニット
間の間接的結合または通信接続は、電子的、機械的または他の形態で実施されてもよい。
【０２０８】
　別個のパーツとして記載されたユニットは、物理的に分離していてもいなくてもよく、
ユニットとして表示されたパーツは物理ユニットであってもなくてもよく、1つの位置に
あってもよいし、複数のネットワークユニット上に分散していてもよい。ユニットの一部
または全部は、実施形態の解決策の目的を達成するために、実際の要件に基づいて選択し
てもよい。
【０２０９】
　また、本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてい
てもよいし、各ユニットが物理的に単独で存在していてもよいし、2つ以上のユニットが
一体化されていてもよい。統合ユニットは、ハードウェアの形で実施されてもよく、また
はソフトウェア機能ユニットの形で実施されてもよい。
【０２１０】
　統合ユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売
または使用される場合、統合ユニットはコンピュータ可読記憶媒体に格納されてもよい。
このような理解に基づいて、本質的な本出願の技術的解決策、または先行技術に寄与する
部分、または技術的解決策の前部またはいくつかは、ソフトウェア製品の形態で実装され
てもよい。コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に格納され、コンピュータ装置（
パーソナルコンピュータ、サーバまたはネットワーク装置であってもよい）に、本発明の
実施形態に記載された方法のステップの全てまたは一部を実行するよう命令するためのい
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ドディスク、読み出し専用メモリ（Read－Only Memory、ROM）、ランダムアクセスメモリ
（Random Access Memory、RAM）、磁気ディスク、光ディスクなどのプログラムコードを
格納できる任意の媒体が含まれる。
【０２１１】
　前述の実施形態は、単に本出願の技術的解決策を説明することを意図しており、本発明
を限定することを意図していない。本発明を前述の実施形態を参照して詳細に説明したが
、当業者であれば、本発明の実施形態の技術的解決策の精神および範囲から逸脱すること
なく、前述の実施形態で説明した技術的解決策を修正したり、その技術的特徴を均等に置
き換えたりできることを理解されたい。
【符号の説明】
【０２１２】
　　50　無線通信装置
　　201　第1決定モジュール
　　202　第2決定モジュール
　　203　調整モジュール
　　301　第1決定モジュール
　　302　第2決定モジュール
　　303　調整モジュール
　　401　第1決定モジュール
　　402　第2決定モジュール
　　403　調整モジュール
　　510　入力装置
　　520　出力装置
　　530　プロセッサ
　　540　メモリ
　　550　バスシステム
　　3031　第1調整ユニット
　　3032　第2調整ユニット
　　4031　第3調整ユニット
　　4032　第4調整ユニット
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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月22日(2019.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信電力決定方法であって、
　第1無線通信装置によって、前記第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決
定するステップと、
　前記第1無線通信装置によって、前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップ
と、
　前記第1無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき、前記第1無線通信装
置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと前記第1無線通信装置が決
定する場合、調整された最大送信電力が前記予め設定された閾値以下であるように前記最
大送信電力を調整するステップであって、前記予め設定された閾値は、前記第1条件下で
、前記第2無線通信装置の受信性能に対する第1無線通信装置によって引き起こされる干渉
を抑制するために使用される、ステップと
　を含み、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記第1無線通信装置の動作周波数と
前記第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差は第2閾値以下であることを含む、
　送信電力決定方法。
【請求項２】
　前記第1無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記第1無線通信装置のキャリア
の最大構成送信電力PCMAX，cを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
【数１】

により前記第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するステ
ップ
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、P

EMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerCla
ssは前記第1無線通信装置の電力クラスであり、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは
第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であ
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り、およびP－MPRcは第3電力減少値である、
　請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
【数２】

により前記第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cを調整するステ
ップ
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、
ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは前記第1無線通信装置の電力クラスであり
、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失
値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値である、およびPRe
gulatory，cは前記予め設定された閾値に等しい、
　請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcは、前記キャリアの予め設定された電力減少値である、
　請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatory，cは、前記キャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、
GAntは、前記第1無線通信装置に対応するアンテナ利得である、
　請求項4に記載の方法。
【請求項７】
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは前記キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記対
象キャリアに占有される帯域幅である、
　請求項4に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信装置であって、
　前記無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モ
ジュールと、
　前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュールと、
　調整モジュールであって、第1条件が満たされ、前記無線通信装置に対応する最大送信
電力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が前記
予め設定された閾値以下であるように前記最大送信電力を調整し、前記予め設定された閾
値は、前記第1条件下で、前記第2無線通信装置の受信性能に対する前記無線通信装置によ
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って引き起こされる干渉を抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記無線通信装置の動作周波数と前記
第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む、
　無線通信装置。
【請求項９】
　前記無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記無線通信装置のキャリアの最大
構成送信電力PCMAX，cを含む、請求項8に記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　前記調整モジュールは、
　以下の式：
【数３】

により前記無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するよう構成
された第1調整ユニット
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、P

EMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerCla
ssは前記無線通信装置の電力クラスであり、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2
電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、
およびP－MPRcは第3電力減少値である、
　請求項9に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記調整モジュールは、
　以下の式：

【数４】

により前記無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するよう構成
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された第2調整ユニット
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、
ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは前記無線通信装置の電力クラスであり、M
PRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値
であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、およびPRegu
latory，cは前記予め設定された閾値に等しい、
　請求項9に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcは、前記キャリアの予め設定された電力減少値である、
　請求項11に記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatory，cは、キャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAnt
は、前記無線通信装置のアンテナ利得である、
　請求項11に記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは前記キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記対
象キャリアに占有される帯域幅である、
　請求項11に記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　入力装置、出力装置、プロセッサおよびメモリを含む無線通信装置であって、
　前記メモリは、プログラムを格納するよう構成され、
　前記プロセッサは、
　前記無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するステップと、
　前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップと、
　前記無線通信装置が第1条件が満たされていると判断し、前記無線通信装置に対応する
最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと前記無線通信装置が決定する場合、前記
最大送信電力を調整し、それにより前記調整された最大送信電力は予め設定された閾値以
下であるステップであって、前記予め設定された閾値は、前記第1条件下で、前記第2無線
通信装置の受信性能に対する前記無線通信装置によって引き起こされる干渉を抑制するた
めに使用される、ステップと
　を特に実行するために、前記メモリ内で前記プログラムを実行するよう構成され、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記無線通信装置の動作周波数と前記
第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む、
　無線通信装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は通信分野に関し、特に送信電力決定方法および無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヨーロッパでは、自動料金徴収所（tolling station）によって使用される周波数範囲
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は、インテリジェント交通システム（Intelligent traffic system、ITS）によって使用
される周波数範囲に非常に近い。ヨーロッパ電気通信標準化協会（European Telecommuni
cations Standards Institute、ETSI）技術仕様書（Technical Specification、TS）102 
792において、ITS端末による干渉から料金所を保護するために、図1に示すように、ITS技
術と既存のtolling stationの共存の要件が定義される。ITS端末（動作周波数範囲が5855
MHz～5925MHz）がtolling stationに近い場合（動作周波数範囲は5795MHz～5815MHz）、t
olling stationと干渉しないように、ITS端末の電力は特定の値以下である必要がある。
共存のために生成された電力要件は、3GPPにおける車車間（Vehicle to Vehicle、V2V）
ユーザ機器（User equipment、UE）の電力の定義に反映される必要があり、その結果、V2
V UEはETSIに規定されている共存要件満たすことができる。
【０００３】
　従来技術では、動的最大電力減少（dynamic maximum power reduction、D－MPR）が最
大構成送信電力に導入され、3GPP TS 36．101における最大構成送信電力の計算式は以下
のように修正される。
【０００４】
【数１】

【０００５】
　しかしながら、上記の方法では、最大構成送信電力の下限のみが変更され、上限は変更
されず、上限は依然として共存要件で規定されている一般的な状態のそれよりも大きい。
その結果、上記の方法ではETSIに規定された共存要件をよりよく満たすことができず、装
置間で比較的高い干渉が発生する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、装置間の干渉を抑制し、複数の装置の共存の要件を満たすために
、送信電力決定方法および無線通信装置を提供する。
【０００７】
　これを考慮して、第1態様によれば、本発明の実施形態は、送信電力決定方法を提供し
、
　第1無線通信装置によって、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離、および
第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップと、第1無線通信装置が第1条件が満た
されていると判断するとき、第1無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された
閾値より大きいと第1無線通信装置が決定する場合、最大送信電力を予め設定された閾値
に調整するステップであって、予め設定された閾値は、第1条件下で、第2無線通信装置の
受信性能に対する第1無線通信装置によって引き起こされる干渉を抑制するために使用さ
れる、ステップと
　を含み、
　第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離が第1閾値以下であり、第
1無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置の動作周波数との間の差は第2閾値以下で
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あることを含む。
【０００８】
　なお、受信性能は、受信感度、受信範囲、受信ブロッキングインデックスなどを含むこ
とに留意すべきである。
【０００９】
　本発明の本実施形態では、予め設定された閾値の制限により、第1無線通信装置によっ
て第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を第1条件下で抑制することができ、そ
れにより、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の共存の要件を満たすことができる
。
【００１０】
　本発明の実施形態の第1態様を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第1実装では
、第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送
信電力PCMAX，cを含む。
【００１１】
　本発明の本実施形態では、キャリアの最大構成送信電力を干渉を低減するために調整す
ることができ、それにより装置間の干渉を低減する実装形態が提供され、それによって解
決策の実装可能性が向上する。
【００１２】
　本発明の実施形態の第1態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第2
実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMA
X，cを、以下の式：
【００１３】
【数２】

【００１４】
により調整することができ、PEMAX，cは、対象キャリアの無線リソース制御（Radio Reso
urce Control、RRC）層で配信される電力値であり、PEMAX，cは予め設定された閾値に等
しく、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは第1無線通信装置の電力クラスであ
り、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、およびP－MPRcは第3電力減少値である。
【００１５】
　対象キャリアは第1無線通信装置に対応する任意のキャリアであり、第1電力損失値は第
1無線通信装置のフィルタの平坦度によって対象キャリアに生じる電力損失であり、第2電
力損失値および第3電力損失値は追加のフィルタによって生じる電力損失であり、第1電力
減少値は対象キャリアに対応する最大電力減少値であり、第2電力減少値は対象キャリア
に対応する追加の最大電力減少値であり、第3電力減少値は、第1無線通信装置に対応する
複数の無線接続間で電力を共有することによって対象キャリアに生じる電力減少であるこ
とに留意すべきである。
【００１６】
　本発明の本実施形態は、キャリアの最大構成送信電力を調整する特定の方法を提供し、
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それによって解決策の実行可能性を改善する。
【００１７】
　本発明の実施形態の第1態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第3
実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMA
X，cを、以下の式：
【００１８】
【数３】

【００１９】
により調整することができ、PEMAX，cは、対象キャリア用のRRC層で配信される電力値で
あり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは第1無線通信装置の電力クラスであ
り、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、PRegula
tory，cは予め設定された閾値に等しい。
【００２０】
　本発明の本実施形態は、キャリアの最大構成送信電力を調整する別の特定の方法を提供
し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【００２１】
　本発明の実施形態の第1態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第4
実装では、
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcはキャリアの予め設定された電力減少値である。
【００２２】
　本発明の本実施形態は、キャリアの最大構成送信電力を調整する別の特定の方法を提供
し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【００２３】
　本発明の実施形態の第1態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第5
実装では、
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAnt、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBWであり、
　EIRP＿PRegulatory，cはキャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは
第1無線通信装置のアンテナ利得であり、EIRP＿PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定
された等価等方放射電力スペクトル密度値である。
【００２４】
　本発明の本実施形態では、キャリアの最大構成送信電力を調整するために、キャリアの
等価等方放射電力値を設定されてもよく、それにより装置が共存要件を満たし、それによ
って解決策の柔軟性を向上させることができる。
【００２５】
　本発明の実施形態の第1態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第6
実装では、
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　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは、
対象キャリアによって占められる帯域幅である。
【００２６】
　本発明の本実施形態では、キャリアの最大構成送信電力を調整するために、キャリアの
電力スペクトル密度値を設定されてもよく、それにより装置が共存要件を満たし、それに
よって解決策の柔軟性を向上させることができる。
【００２７】
　本発明の実施形態の第1態様の第2実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第7
実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMA
X，cを、以下の式：
【００２８】
【数４】

【００２９】
により調整することができ、PEMAX，cは、対象キャリア用のRRC層で配信される電力値で
あり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは第1無線通信装置の電力クラスであ
り、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、PRegula
tory，cは予め設定された閾値であり、PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された
電力スペクトル密度値である。
【００３０】
　本発明の本実施形態では、共存要件を満たし、それによって解決策の柔軟性を向上させ
るために、キャリアの構成された送信電力および電力スペクトル密度の両方を制限するこ
とができる。
【００３１】
　本発明の実施形態の第1態様を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第8実装では
、第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMA
Xを含む。
【００３２】
　本発明の実施形態では、第1無線通信装置によって第2無線通信装置の受信性能にもたら
される干渉を抑制するために、第1無線通信装置の最大構成送信電力が調整されてもよく
、それによって共存要件を満たす実装が提供され、それにより、解決策の実施可能性が改
善される。
【００３３】
　本発明の実施形態の第1態様の第8実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第9
実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の式
：
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【００３４】
【数５】

【００３５】
により調整することができ、10log10ΣpEMAX，cは、予め設定された閾値に等しく、ΔTC
，cは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1無線通信装置の電力クラスであり、MP
Rは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であ
り、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力減少値であり、pEMAX，cは第1無
線通信装置に対応するキャリア用のRRC層において配信される電力値である。
【００３６】
　第4電力損失値は第1無線通信装置のフィルタの平坦度によって第1無線通信装置に生じ
る電力損失であり、第2電力損失値および第3電力損失値は追加のフィルタによって生じる
電力損失であり、第4電力減少値は第1無線通信装置に対応する最大電力減少値であり、第
5電力減少値は第1無線通信装置に対応する追加の最大電力減少値であり、第6電力減少値
は、第1無線通信装置に対応する複数の無線接続間で電力を共有することによって第1無線
通信装置に生じる電力減少であることに留意すべきである。
【００３７】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置の最大構成送信電力を調整する特定の方法を
提供し、それによって解決策の実行可能性を改善する。
【００３８】
　本発明の実施形態の第1態様の第8実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第1
0実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の式
：
【００３９】

【数６】

【００４０】
により調整することができ、pEMAX，cは、第1無線通信装置に対応するキャリア用のRRCに
おいて配信された電力値であり、ΔTCは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1無
線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値、A－MPRは第5電力減少値であり、
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ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力減
少値であり、PRegulatoryは予め設定された閾値に等しい。
【００４１】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置の最大構成送信電力を調整する別の特定の方
法を提供し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【００４２】
　本発明の実施形態の第1態様の第10実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
11実装では、
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRであり、
　PCRは装置の予め設定された電力減少値である。
【００４３】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置の最大構成送信電力を調整する別の特定の方
法を提供し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【００４４】
　本発明の実施形態の第1態様の第10実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
12実装では、
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAnt、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBWであり、
　EIRP＿PRegulatoryは装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは第1無線
通信装置のアンテナ利得であり、EIRP＿PSDRegulatoryは装置の予め設定された等価等方
放射電力スペクトル密度値である。
【００４５】
　本発明の本実施形態では、装置の最大構成送信電力を調整するために、装置の等価等方
放射電力値を設定されてもよく、それにより装置が共存要件を満たし、それによって解決
策の柔軟性を向上させることができる。
【００４６】
　本発明の実施形態の第1態様の第10実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
13実装では、
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBWであり、
　PSDRegulatoryは、装置の予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは、第1無線
通信装置によって占められる帯域幅である。
【００４７】
　本発明の本実施形態では、装置の最大構成送信電力を調整するために、装置の電力スペ
クトル密度値を設定されてもよく、それにより装置が共存要件を満たし、それによって解
決策の柔軟性を向上させることができる。
【００４８】
　本発明の実施形態の第1態様の第10実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
14実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の
式：
【００４９】
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【数７】

【００５０】
により調整することができ、pEMAX，cは、第1無線通信装置に対応するキャリア用のRRC層
において配信される電力値であり、ΔTCは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1
無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値
であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第
6電力減少値であり、PRegulatoryは予め設定された閾値であり、PRegulatoryは、装置の
予め設定された電力スペクトル密度値である。
【００５１】
　本発明の本実施形態では、共存要件を満たし、それによって解決策の柔軟性を向上させ
るために、装置の電力スペクトル密度と装置の構成された送信電力の両方を制限すること
ができる。
【００５２】
　第1態様、および本発明の実施形態の第1態様の第1から第14の実装を参照すると、本発
明の実施形態の第1態様の第15実装において、第1条件は、第1無線通信装置のアンテナ方
向と第2無線通信のアンテナ方向との間の角度差は、第3閾値以下であることをさらに含む
。
【００５３】
　本発明の実施形態の第1態様を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第16実装では
、第1無線通信装置が第1条件は満たされていると判断した場合、第1無線通信装置が第1無
線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値以下であると判断した場合、第
1無線通信装置は別のプロセスを実行する。
【００５４】
　本発明の実施形態の第1態様の第16実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
17実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PC
MAX，cを、以下の式：
【００５５】
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【数８】

【００５６】
により決定することができ、PEMAX，cは、対象キャリア用のRRC層で配信される電力値で
あり、PEMAX，cは予め設定された閾値未満であり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、MPRc
は第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であ
り、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、PPowerClassは第
1無線通信装置の電力クラスである。
【００５７】
　本発明の実施形態の第1態様の第16実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
18実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PC
MAX，cを、以下の式：
【００５８】

【数９】

【００５９】
により決定することができ、PEMAX，cは、対象キャリア用のRRC層で配信される電力値で
あり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは第1無線通信装置の電力クラスであ
り、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、PRegula
tory，cは予め設定された閾値に等しい。
【００６０】
　本発明の実施形態の第1態様の第18実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
19実装では、
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRc、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAnt、または
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBW、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBWであり、
　PCRcは、キャリアの予め設定された電力減少値であり、EIRP＿PRegulatory，cはキャリ
アの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは第1無線通信装置のアンテナ利得
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であり、PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値であり、
BWは対象キャリアによって占められる帯域幅であり、EIRP＿PSDRegulatory，cはキャリア
の予め設定された等価等方放射電力スペクトル密度値である。
【００６１】
　本発明の実施形態の第1態様の第16実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
20実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の
式：
【００６２】
【数１０】

【００６３】
により決定することができ、pEMAX，cは、第1無線通信装置に対応するキャリア用のRRC層
において配信された電力値であり、10log10ΣpEMAX，cは、予め設定された閾値未満であ
り、ΔTC，cは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1無線通信装置の電力クラスで
あり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損
失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値、P－MPRは第6電力減少値である。
【００６４】
　本発明の実施形態の第1態様の第16実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
21実装では、第1無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを、以下の
式：
【００６５】

【数１１】

【００６６】
により決定することができ、pEMAX，cは、第1無線通信装置に対応するキャリア用のRRC層
において配信された電力値であり、ΔTCは、第4電力損失値であり、PPowerClassは、第1
無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値
であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第
6電力減少値であり、PRegulatoryは予め設定された閾値に等しい。
【００６７】
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　本発明の実施形態の第1態様の第21実装を参照すると、本発明の実施形態の第1態様の第
22実装では、
　PRegulatory＝PPowerClass－PCR、または
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAnt、または
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBW、または
　PRegulatory＝EIRP＿PSDRegulatory－GAnt＋101gBWであり、
　PCRは、装置の予め設定された電力減少値であり、EIRP＿PRegulatoryは装置の予め設定
された等価等方放射電力値であり、GAntは第1無線通信装置のアンテナ利得であり、PSDRe
gulatoryは、装置の予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは第1無線通信装置
によって占められる帯域幅であり、EIRP＿PSDRegulatoryは装置の予め設定された等価等
方放射電力スペクトル密度値である。
【００６８】
　第2態様によれば、本発明の実施形態は無線通信装置を提供し、無線通信装置は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モジュ
ールと、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュールと、
　調整モジュールであって、第1条件が満たされ、無線通信装置に対応する最大送信電力
が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が予め設定
された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は、第1条件下
で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされる干渉を抑
制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む
　無線通信装置。
【００６９】
　本発明の実施形態の第2態様を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第1実装では
、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力
PCMAX，cを含む。
【００７０】
　本発明の実施形態の第2態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第2
実装では、調整モジュールは、
　無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを、以下の式：
【００７１】
【数１２】

【００７２】
により調整するよう構成された第1調整ユニットを含み、PEMAX，cは、対象キャリアの無
線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、PEMAX，cは予め設定された閾値に等し
く、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは無線通信装置の電力クラスであり、M
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PRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値
であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、およびP－MPRcは第3電力減少値である。
【００７３】
　本発明の実施形態の第2態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第3
実装では、調整モジュールは、
　無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cを、以下の式：
【００７４】
【数１３】

【００７５】
により調整するよう構成された第2調整ユニットを含み、PEMAX，cは、対象キャリアの無
線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowe
rClassは無線通信装置の電力クラスであり、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2
電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、
P－MPRcは第3電力減少値であり、PRegulatory，cは予め設定された閾値に等しい。
【００７６】
　本発明の実施形態の第2態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第4
実装では、
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcはキャリアの予め設定された電力減少値である。
【００７７】
　本発明の実施形態の第2態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第5
実装では、
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAnt、または
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBWであり、
　EIRP＿PRegulatory，cはキャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは
無線通信装置のアンテナ利得であり、EIRP＿PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定され
た等価等方放射電力スペクトル密度値である。
【００７８】
　本発明の実施形態の第2態様の第3実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第6
実装では、
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは、
対象キャリアによって占められる帯域幅である。
【００７９】
　本発明の実施形態の第2態様の第1実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第7
実装では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通信装置のキャリアの最大構成
送信電力PCMAXを含む。
【００８０】
　本発明の実施形態の第2態様の第7実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第8
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実装では、調整モジュールは、
　無線通信装置の最大構成送信電力を、以下の式：
【００８１】
【数１４】

【００８２】
により調整するよう構成された、第3調整ユニットを含み、pEMAX，cは、無線通信装置に
対応するキャリア用の無線リソース制御RRCにおいて配信された電力値であり、10log10Σ
pEMAX，cは予め設定された閾値に等しく、ΔTCは、第4電力損失値であり、PPowerClassは
、無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値、A－MPRは第5電力減少値であ
り、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電
力減少値である。
【００８３】
　本発明の実施形態の第2態様の第7実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第9
実装では、調整モジュールは、
　無線通信装置の最大構成送信電力を、以下の式：
【００８４】
【数１５】

【００８５】
により調整するよう構成された、第4調整ユニットを含み、pEMAX，cは、無線通信装置に
対応するキャリア用の無線リソース制御RRC層において配信された電力値であり、ΔTCは
、第4電力損失値であり、PPowerClassは、無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電
力減少値、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは
第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力減少値であり、PRegulatoryは予め設定された閾
値に等しい。
【００８６】
　本発明の実施形態の第2態様の第9実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第1
0実装では、
　PRegulatory＝PPowerClass－PCRであり、
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　PCRは装置の予め設定された電力減少値である。
【００８７】
　本発明の実施形態の第2態様の第9実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第1
1実装では、
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatoryは装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは無線通
信装置のアンテナ利得である。
【００８８】
　本発明の実施形態の第2態様の第9実装を参照すると、本発明の実施形態の第2態様の第1
2実装では、
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBW、または
　PRegulatory＝EIRP＿PSDRegulatory－GAnt＋101gBWであり、
　PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密度値であり、BWは無線通信装
置によって占められる帯域幅であり、EIRP＿PSDRegulatoryは装置の予め設定された等価
等方放射電力スペクトル密度値である。
【００８９】
　本発明の実施形態の第2態様、および本第2態様の第1実装から第12実装を参照すると、
本発明の実施形態の第2態様の第13実装において、第1条件は、無線通信装置のアンテナ方
向と第2無線通信装置のアンテナ方向との間の角度差は、第3閾値以下であることをさらに
含む。
【００９０】
　第3態様によれば、本発明の実施形態は、入力装置、出力装置、プロセッサおよびメモ
リを含む無線通信装置を提供し、
　メモリは、プログラムを格納するよう構成され、
　プロセッサは、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するステップと、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップと、
　無線通信装置が第1条件が満たされていると判断し、無線通信装置に対応する最大送信
電力が予め設定された閾値より大きいと無線装置が決定する場合、調整された最大送信電
力が予め設定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は
、第1条件下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされ
る干渉を抑制するために使用されるステップと
　を特に実行するために、メモリ内でプログラムを実行するよう構成され、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。
【００９１】
　前述の技術的解決法から、本発明の実施形態が以下の利点を有することを理解すること
ができる。
【００９２】
　本発明の実施形態において、第1無線通信装置が第1条件が満たされていると判断すると
き、第1無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調
整された最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、第1無線通信装置に対応
する最大送信電力が調整され、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の
距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装置の動作周
波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置によって第2
無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通信装置と
第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、予め設定
された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制することができ
、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【００９３】
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　本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に説明するために、実施形態を説明するた
めに必要な添付図面を以下に簡単に説明する。明らかに、以下の説明における添付の図面
は、本出願のいくつかの実施形態を示すに過ぎない。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の一実施形態による送信電力決定方法の一実施形態のフローチャートであ
る。
【図２】本発明の一実施形態による無線通信装置の一実施形態の概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による無線通信装置の別の実施形態の概略図である。
【図４】本発明の一実施形態による無線通信装置の別の実施形態の概略図である。
【図５】本発明の一実施形態による無線通信装置の別の実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００９５】
　本出願の明細書、特許請求の範囲、および添付の図面において、「第1」、「第2」、「
第3」、「第4」など（存在する場合）の用語は、類似の対象を区別することを意図してい
るが、必ずしも特定の順序または順序を示すものではない。そのように命名されたデータ
は適切な状況では交換可能であるので、本明細書に記載された本発明の実施形態は、本明
細書に図示または記載された順序以外の順序で実施できることを理解すべきである。さら
に、用語「含む（include）」、「有する（have）およびその任意の他の変形は、非排他
的な包含をカバーすることが意図される。例えば、一連のステップまたはユニットを含む
プロセス、方法、システム、製品、または装置は、明示的にリストされたステップまたは
ユニットに必ずしも限定されず、そのようなプロセス、方法、システム、製品、または装
置に明示的にリストされていないまたは固有でない他のステップまたはユニットを含んで
もよい。
【００９６】
　本発明の実施形態における送信電力決定方法および無線通信装置は、例えば、汎欧州デ
ジタル移動電話方式（Global System of Mobile communication、GSM(登録商標)）システ
ム、符号分割多元接続（Code Division Multiple Access、CDMA）システム、広帯域符号
分割多元接続（Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA(登録商標)）システム
、一般的なパケット無線サービス（General Packet Radio Service、GPRS）システム、ロ
ングタームエボリューション（Long Term Evolution、LTE）システム、LTE周波数分割複
信（Frequency Division Duplex、FDD）システム、LTE時分割複信（Time Division Duple
x、略して「TDD」）およびユニバーサル移動体通信システム（Universal Mobile Telecom
munication System、UMTS）、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイ
クロウェーブ・アクセス（Worldwide Interoperability for Microwave Access、WiMAX）
通信システムである様々な通信システムに適用されてもよいことを理解すべきである。
【００９７】
　本発明の実施形態における通信装置は、ユーザ装置（User Equipment、 UE）、移動局
（Mobile Station、MS）、移動端末（Mobile Terminal）、携帯電話（Mobile Telephone
）、ハンドセット（handset）、携帯機器（portable equipment）および自動料金装置を
含むが、これらに限定されないことを理解されたい。通信装置は、無線アクセスネットワ
ーク（Radio Access Network）を介して1つまたは複数のコアネットワークと通信するこ
とができる。例えば、通信装置は、携帯電話（または「セルラー」電話と呼ばれる）、ま
たは無線通信機能を有するコンピュータとすることができる。通信装置は、携帯型、ポケ
ットサイズ、ハンドヘルド型、コンピュータ内蔵型、または車載用の移動装置であっても
よい。
【００９８】
　本発明の実施形態は、装置間の干渉を抑制し、複数の装置の共存の要件を満たすために
、送信電力決定方法および無線通信装置を提供する。
【００９９】
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　ITS端末と自動料金装置とが共存するシナリオに加えて、本発明の実施形態における方
法および無線通信装置は、他の無線通信装置が共存するシナリオにも適用可能であること
を理解されたい。これは本発明の実施形態において特に限定されない。
【０１００】
　本発明の実施形態を理解しやすくするために、以下では本発明の実施形態におけるいく
つかのパラメータについて説明する。
【０１０１】
　無線アクセスシステムは3つの層に分けられる。第1層は物理（Physical、PHY）層、第2
層はメディアアクセス制御（Media Access Control、MAC）副層、無線リンク制御（Radio
 Link Control、RLC）副層、およびパケットデータコンバージェンスプロトコル（Packet
 Data Convergence Protocol、PDCP）副層、および第3層は無線リソース制御（Radio Res
ource Control、RRC）層である。本発明の実施形態におけるRRC層は、第1無線通信装置に
よってアクセスされる無線通信システムの第3層である。PEMAX，cは、RRC層のシグナリン
グにおいて、第1無線通信装置に対応するキャリアについてシステムによって配信される
電力値である。ΣpEMAX，cは、RRC層のシグナリングにおいて、第1無線通信に対応する全
てのキャリアについてシステムによって配信される電力値の合計である。
【０１０２】
　無線通信装置は無線周波数フィルタを含み、無線周波数フィルタが平坦でないと電力損
失が生じる。第1電力損失値ΔTC，cは、第1無線通信装置の無線周波数フィルタの平坦度
によって対象キャリアに生じる電力損失である。第4電力損失値ΔTCは、全キャリアにお
ける第1無線通信装置の無線周波数フィルタの平坦度に起因する電力損失値の最大値であ
る。ΔTC，c および ΔTCの特定の定義および値については、3GPP TS 36．101を参照のこ
と。詳細は本明細書では再度説明されない。
【０１０３】
　第2電力損失値ΔTIB，cおよび第3電力損失値ΔTProSeは、同時に複数の周波数帯域で送
信するなどの要件を満たすために追加されるフィルタによって第1無線通信装置で引き起
こされる電力損失である。ΔTIB，cおよびΔTProSeの具体的な定義および値については、
3GPP TS 36．101を参照のこと。詳細は本明細書では再度説明されない。
【０１０４】
　第1電力減少値MPRcは対象キャリアに対応する最大電力減少値であり、第2電力減少値A
－MPRcは対象キャリアに対応する追加の最大電力減少値であり、第3電力減少値P－MPRcは
第1無線通信装置に対応する複数の無線接続間で共有する電力によって対象キャリアにも
たらされる電力減少であり、第4電力減少値MPRは第1無線通信装置に対応する最大電力減
少値であり、第5電力減少値A－MPRは第1無線通信装置に対応する追加の最大電力減少値で
あり、第6電力減少値P－MPRは、第1無線通信装置に対応する複数の無線接続間で電力を共
有することによって第1無線通信装置に生じる電力減少である。MPRc、A－MPRc、P－MPRc
、MPR、A－MPRおよびP－MPRの具体的な定義については、3GPP TS 36．101を参照のこと。
詳細は本明細書では再度説明されない。
【０１０５】
　以下では、まず、本発明の実施形態における送信電力決定方法について説明する。図1
を参照すると、本発明の実施形態における送信電力決定方法の一実施形態は以下のステッ
プを含む。
【０１０６】
　101．第1無線通信装置は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定する
。
【０１０７】
　第1無線通信装置および第2無線通信装置が無線通信システムにアクセスした後、第1無
線通信装置は第2無線通信装置の位置を取得し、次にその位置と第1無線通信装置の位置に
基づいて、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定する。具体的には、第
1無線通信装置は、データベースに問い合わせることによって第2無線通信装置の位置を決
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定してもよく、第2無線通信装置によって送信された受信信号を使用して、第2無線通信装
置の位置を決定してもよいか、または他の方法で第2無線通信装置の位置を決定してもよ
く、これは本明細書では特に限定されない。
【０１０８】
　第1無線通信装置によって第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定する
プロセスは動的プロセスであることを理解されたい。第1無線通信装置および／または第2
無線通信装置が移動するにつれて距離は変化するはずであり、第1無線通信装置は定期的
または不定期的に距離を取得することができる。
【０１０９】
　102．第1無線通信装置は第2無線通信装置の動作周波数を決定する。
【０１１０】
　第2無線通信装置は特定の周波数帯で動作する。第1無線通信装置は、データベースに問
い合わせることによって第2無線通信装置の動作周波数を決定してもよく、第2無線通信装
置によって送信された受信信号を使用して、第2無線通信装置の動作周波数を決定しても
よいか、または他の方法で第2無線通信装置の動作周波数を決定してもよく、これは本明
細書では特に限定されない。第2無線通信装置の動作周波数を決定した後、第1無線通信装
置は第1無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置の動作周波数との間の差を決定する
ことができる。
【０１１１】
　103．第1無線通信装置は、第1無線通信装置に対応する最大送信電力を調整する。
【０１１２】
　第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離、および第1無線通信装置の動作周波
数と第2無線通信装置の動作周波数との間の差を決定した後、第1無線通信装置は、第1条
件が満たされているか否か決定できる。第1条件は、距離が第1閾値以下であり、差が第2
閾値以下であることを含む。第1無線通信装置が第1条件は満たされていると判断する場合
、第1無線通信装置は第1無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より
大きいか否かを判断し、最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調整された
最大送信電力が予め設定された閾値以下となるように、第1無線通信装置は最大送信電力
を調整する。
【０１１３】
　第1閾値および第2閾値は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間で干渉が発生する
条件に基づいて設定されることを理解されたい。具体的には、第1無線通信装置と第2無線
通信装置とが第1条件を満たす場合、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間で干渉が
発生し、試験などにより特定値が決定される。予め設定された閾値は、第1無線通信装置
によって、第1条件下で、第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制するため
に使用される。
【０１１４】
　本発明の実施形態において、第1無線通信装置が第1条件が満たされていると判断すると
き、第1無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調
整された最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、第1無線通信装置に対応
する最大送信電力が調整され、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の
距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装置の動作周
波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置によって第2
無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通信装置と
第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、予め設定
された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制することができ
、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【０１１５】
　図1に対応する実施形態に基づいて、距離が第1閾値以下であり、動作周波数差が第2閾
値以下であることに加えて、第1条件は、角度差が第3閾値以下である。角度差は、第1無
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線通信装置のアンテナ方向と第2無線通信装置のアンテナ方向との間の角度差であり、第3
閾値は、第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の干渉の発生条件に基づいて設定され
る。
【０１１６】
　図1に対応する実施形態に基づいて、第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、第1
無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力であってもよく、第1無線通信装置の最大構
成送信電力であってもよいか、または、第1無線通信装置に対応し、別の理由に基づいて
制限される最大送信電力であってもよい。以下は、第1無線通信装置に対応する最大送信
電力がキャリアの最大構成送信電力である場合と、第1無線通信装置に対応する最大送信
電力が装置の最大構成送信電力である場合とに分けて説明する。
【０１１７】
　1．第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、キャリアの最大構成送信電力である。
【０１１８】
　方法1. PEMAX，cの値は、RRC層で調整される。
【０１１９】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力PCMAX，
cであり、第1無線通信装置は、第1無線通信装置に対応する最大送信電力を以下のように
調整する。
【０１２０】
　第1無線通信装置に対応する任意のキャリア、すなわち対象キャリアについて、第1無線
通信装置は、以下の式（1）～（3）に従って対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを
調整する：
【０１２１】
【数１６】

【０１２２】
　PEMAX，cは、対象キャリアのためにRRC層で配信される電力値であり、電力値は通常、
オペレータの設定または他の理由に基づいてRRC層で設定されることを理解されたい。本
発明の本実施形態では、オペレータまたは他の理由に基づいて設定されたPEMAX，cの値は
、RRC層で予め設定された閾値と比較され、その値が予め設定された閾値より大きい場合
、PEMAX，cの値はRRC層で予め設定された閾値に調整され、次いでシグナリングを使用す
ることによって第1無線通信装置に配信される。この場合、第1無線通信装置は、式（1）
～式（3）に従って対象キャリアの最大構成送信電力を決定し、それにより対象キャリア
の最大構成送信電力は予め設定された閾値以下になる。
【０１２３】
　さらに、オペレータまたは他の理由に基づいて設定されたPEMAX，cの値が予め設定され
た閾値より小さい場合、対象キャリアの元の最大構成送信電力、および3GPP TS 36．101
で定義されている元の最大構成送信電力は予め設定された閾値以上である。第1無線通信
装置は対象キャリアの最大構成送信電力を調整する必要はなく、RRC層はシグナリングを
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用いて第1無線通信装置に直接値を配信し、第1無線通信装置は再び式（1）～（3）に従っ
て対象キャリアの最大構成送信電力を決定する。
【０１２４】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力を調整する特
定の方法を提供し、それによって解決策の実行可能性を改善する。
【０１２５】
　方法2. 新しい電力が定義される。
【０１２６】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力PEMAX，
cであり、第1無線通信装置は、第1無線通信装置に対応する最大送信電力を以下のように
調整する。
【０１２７】
　第1無線通信装置に対応する任意のキャリア、すなわち対象キャリアについて、第1無線
通信装置は、以下の式（4）～（6）に従って対象キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cを
調整する：
【０１２８】
【数１７】

【０１２９】
　PRegulatory，cは新たに定義された電力であり、PRegulatory，cは予め設定された閾値
に等しいことを理解されたい。
【０１３０】
　なお、対象キャリアの最大構成送信電力が予め設定された閾値未満である場合に加えて
、式（4）～（6）は、対象キャリアの最大構成送信電力が予め設定された閾値より大きい
場合にも適用可能である。
【０１３１】
　式（5）および（6）において、PRegulatory，cは、予め設定された閾値に直接設定され
てもよいか、または以下の式：
　PPowerClass－PCRc（7）
　で置き換えられてもよいことをさらに理解されたく、
　PCRcは、キャリアの予め設定された電力減少値であり、キャリアの予め設定された電力
減少値は、予め設定された閾値およびPPowerClassの値に基づいて設定され、異なるシナ
リオにおける異なる値に対応する。
【０１３２】
　PRegulatory，cは代わりに以下の式：
　EIRP＿PRegulatory，c－GAnt（8）
　で置き換えられてもよく、
　EIRP＿PRegulatory，cは、キャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAnt
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は、第1無線通信装置に対応するアンテナ利得である。なお、キャリアの予め設定された
等価等方放射電力値は、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件
下で、第1無線通信装置と第2無線通信装置との共存によるキャリアの等価等方放射電力に
課される制限に基づいて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されて
もよい。これは本明細書において特に限定されない。この場合、予め設定された閾値は、
キャリアの予め設定された等価等方放射電力値から第1無線通信装置に対応するアンテナ
利得を減算したものに等しい。
【０１３３】
　PRegulatory，cは代わりに以下の式：
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBW（9）
　で置き換えられてもよく、
　PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、BWは対象キャリ
アに占有される帯域幅である。なお、キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値は
、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下で、第1無線通信装置
と第2無線通信装置との共存によるキャリアの電力スペクトル密度に課される制限に基づ
いて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されてもよい。これは本明
細書において特に限定されない。この場合、予め設定された閾値はPSDRegulatory，c＋10
1gBWに等しい。
【０１３４】
　PRegulatory，cは代わりに以下の式：
　PRegulatory，c＝EIRP＿PSDRegulatory，c－GAnt＋101gBW（10）
　で置き換えられてもよく、
　EIRP＿PSDRegulatory，cは、キャリアの予め設定された等価等方放射電力スペクトル密
度値であり、BWは対象キャリアによって占有される帯域幅であり、GAntは、第1無線通信
装置に対応するアンテナ利得である。なお、キャリアの予め設定された等価等方放射電力
スペクトル密度値は、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下
で、第1無線通信装置と第2無線通信装置との共存によるキャリアの等価等方放射電力スペ
クトル密度に課される制限に基づいて設定することができるか、または他の要因に基づい
て設定されてもよい。これは本明細書において特に限定されない。
【０１３５】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力を調整する複
数の特定の方法を提供し、それによって解決策の柔軟性を改善する。
【０１３６】
　方法3. 複数の新しい電力が定義される。
【０１３７】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置のキャリアの最大構成送信電力PCMAX，
cであり、第1無線通信装置は、第1無線通信装置に対応する最大送信電力を以下のように
調整する。
【０１３８】
　第1無線通信装置に対応する任意のキャリア、すなわち対象キャリアについて、第1無線
通信装置は、以下の式（11）～（13）：
【０１３９】
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【数１８】

【０１４０】
に従って対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整し、
　PRegulatory，cは予め設定された閾値であり、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無
線通信装置との共存によってキャリアの構成された送信電力に課される制限に基づいて具
体的に設定されてもよく、PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定された電力スペクトル
密度値であり、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無線通信装置との共存によってキャ
リアの電力スペクトル密度に課される制限に基づいて具体的に設定されてもよく、または
他の要因に基づいて設定されてもよい。これは本明細書において特に限定されない。第1
無線通信装置は、式（11）～（13）に従って、対象キャリアの最大構成送信電力を決定し
、それにより、第1無線通信装置と第2無線通信装置が共存する場合、キャリアの電力スペ
クトル密度とキャリアの構成送信電力の両方を制限できる。
【０１４１】
　キャリアの電力スペクトル密度とキャリアの送信電力の両方が制限されることに加えて
、キャリアの等価等方放射電力とキャリアの設定送信電力の両方がさらに制限されてもよ
い。具体的には、第1無線通信装置は、以下の式（14）～（16）：
【０１４２】

【数１９】

【０１４３】
に従って、対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整し、
　PRegulatory，cは予め設定された閾値であり、EIRP＿PRegulatory，cはキャリアの予め
設定された等価等方放射電力値である。
【０１４４】
　あるいは、キャリアの等価等方放射電力およびキャリアの電力スペクトル密度の両方が
制限されてもよい。具体的には、第1無線通信装置は、以下の式（17）～（19）：
【０１４５】



(65) JP 2020-507256 A 2020.3.5

【数２０】

【０１４６】
に従って、対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整し、
　PSDRegulatory，cはキャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、EIRP＿PRegulat
ory，cはキャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、この場合、予め設定され
た閾値はPSDRegulatory，c＋101gBWとEIRP＿PRegulatory，c－GAntの小さい方の値である
。
【０１４７】
　あるいは、以下の3つのパラメータ、すなわちキャリアの等価等方放射電力、キャリア
の構成送信電力、およびキャリアの電力スペクトル密度の全てが制限されてもよい。具体
的には、第1無線通信装置は、以下の式（20）～（22）：
【０１４８】
【数２１】

【０１４９】
に従って、対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整し、
　EIRP＿PRegulatory，cはキャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、PSDReg
ulatory，cはキャリアの予め設定された電力スペクトル密度値であり、PRegulatory，cは
予め設定された閾値である。
【０１５０】
　上記のいくつかの場合に加えて、本出願では、代替的に、以下のキャリアの構成送信電
力、キャリアの電力スペクトル密度、キャリアの等価等方放射電力、およびキャリアの等
価等方放射電力スペクトル密度の4つのパラメータのうちの2つ以上が制限されてもよく、
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対応する式は、本明細書では再度列挙されない。なお、対象キャリアの最大構成送信電力
が予め設定された閾値未満である場合に加えて、式（11）～（13）、（14）～（16）、（
17）～（19）、（20）～（22）は、対象キャリアの最大構成送信電力が予め設定された閾
値より大きい場合にも適用可能である。
【０１５１】
　本発明の本実施形態では、複数の新しい電力が定義されるので、第1無線通信装置と第2
無線通信装置が共存する場合、第1無線通信装置のキャリアの複数のパラメータを制限す
ることができる。
【０１５２】
　2．第1無線通信装置に対応する最大送信電力は、装置の最大構成送信電力である。
【０１５３】
　方法1. pEMAX，cの値は、RRC層で調整される。
【０１５４】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXであり、第1
無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを以下の式（23）～（25）に
従って調整する：
【０１５５】
【数２２】

【０１５６】
　ΣpEMAX，cは、第1無線通信に対応する全てのキャリアについて、RRC層のシグナリング
においてシステムによって配信される電力値の合計であり、各キャリアの電力値は通常オ
ペレータの設定および他の理由RRC層に基づいて設定されることを理解されたい。本発明
の本実施形態では、RRC層で、10log10ΣpEMAX，cの値は、オペレータまたは他の理由に基
づいて設定された各キャリアの電力値に基づいて計算され、その値が予め設定された閾値
と比較される。その値が予め設定された閾値より大きい場合、各キャリアの電力値はRRC
層で調整され、各キャリアの電力値は、10log10ΣpEMAX，cが予め設定された閾値に等し
くなった後にシグナリングを使用して配信される。この場合、第1無線通信装置は、式（2
3）～（25）に従って第1無線通信装置の最大構成送信電力を決定し、それにより、第1無
線通信装置の最大構成送信電力は、予め設定された閾値以下になる。
【０１５７】
　本発明の本実施形態は、第1無線通信装置の最大構成送信電力を調整する特定の方法を
提供し、それによって解決策の実行可能性を改善する。
【０１５８】
　方法2. 新しい電力が定義される。
【０１５９】
　本発明の本実施形態で提供される送信電力決定方法の別の実施形態では、第1無線通信
装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXであり、第1
無線通信装置は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを以下の式（26）～（28）に
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従って調整する：
【０１６０】
【数２３】

【０１６１】
　PRegulatoryは新たに定義された電力であり、PRegulatoryは予め設定された閾値に等し
いことを理解されたい。
【０１６２】
　なお、第1無線通信装置の最大構成送信電力が予め設定された閾値未満である場合に加
えて、式（26）および（27）は、第1無線通信装置の最大構成送信電力が予め設定された
閾値より大きい場合にも適用可能であることをさらに理解されたい。
【０１６３】
　式（27）および（28）において、PRegulatoryは、予め設定された閾値に直接設定され
てもよいか、または以下の式：
　PRegulatory＝PPowerClass－PCR（29）
　で置き換えられてもよいことをさらに理解されたく、PCRは、装置の予め設定された電
力減少値であり、装置の予め設定された電力減少値は、予め設定された閾値およびPPower
Classの値に基づいて設定され、異なるシナリオにおける異なる値に対応する。
【０１６４】
　PRegulatoryは代わりに以下の式：
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAnt（230）
　で置き換えられてもよく、
　EIRP＿PRegulatoryは、装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは、第1
無線通信装置に対応するアンテナ利得である。なお、装置の予め設定された等価等方放射
電力値は、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下で、第1無線
通信装置と第2無線通信装置との共存による第1無線通信装置の等価等方放射電力に課され
る制限に基づいて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されてもよい
。これは本明細書において特に限定されない。この場合、予め設定された閾値は、装置の
予め設定された等価等方放射電力値から第1無線通信装置に対応するアンテナ利得を減算
したものに等しい。
【０１６５】
　PRegulatoryは代わりに以下の式：
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBW（31）
　で置き換えられてもよく、
　PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密度値、BWは第1無線通信装置に
占有される帯域幅である。なお、装置の予め設定された電力スペクトル密度値は、ユーザ
またはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無
線通信装置との共存による第1無線通信装置の電力スペクトル密度に課される制限に基づ
いて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されてもよい。これは本明
細書において特に限定されない。この場合、予め設定された閾値はPSDRegulatory，c＋10
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1gBWに等しい。
【０１６６】
　PRegulatoryは代わりに以下の式：
　PRegulatory＝EIRP＿PSDRegulatory－GAnt＋101gBW（32）
　で置き換えられてもよく、
　EIRP＿PSDRegulatoryは、装置の予め設定された等価等方放射電力スペクトル密度値で
あり、BWは第1無線通信装置によって占有される帯域幅であり、GAntは、第1無線通信装置
に対応するアンテナ利得である。なお、装置の予め設定された等価等方放射電力スペクト
ル密度値は、ユーザまたはシステムによって設定され、具体的には、第1条件下で、第1無
線通信装置と第2無線通信装置との共存による装置の等価等方放射電力スペクトル密度に
課される制限に基づいて設定することができるか、または他の要因に基づいて設定されて
もよい。これは本明細書において特に限定されない。本発明の本実施形態は、第1無線通
信装置の最大構成送信電力を調整する複数の特定の方法を提供し、それによって解決策の
柔軟性を改善する。
【０１６７】
　方法3. 複数の新しい電力が定義される。
【０１６８】
　本発明の本実施形態に提供される送信電力決定方法の別の実施形態において、第1無線
通信装置に対応する最大送信電力は、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXであり、
第1無線通信装置は以下の式（33）～（35）：
【０１６９】

【数２４】

【０１７０】
に従って第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整し、
　PRegulatoryは予め設定された閾値であり、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無線通
信装置との共存によって第1無線通信装置の構成された送信電力に課される制限に基づい
て具体的に設定されてもよく、PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密
度値であり、第1条件下で、第1無線通信装置と第2無線通信装置との共存によって装置の
電力スペクトル密度に課される制限に基づいて具体的に設定されてもよく、または他の要
因に基づいて設定されてもよい。
　これは本明細書において特に限定されない。第1無線通信装置は、式（33）～（35）に
従って、第1無線通信装置の最大構成送信電力を決定し、それにより、第1無線通信装置と
第2無線通信装置が共存する場合、第1無線通信装置の電力スペクトル密度と第1無線通信
装置の構成送信電力を制限できる。
【０１７１】
　第1無線通信装置の電力スペクトル密度および第1無線通信装置の構成送信電力の両方が
制限されることに加えて、第1無線通信装置の等価等方放射電力および第1無線通信装置の
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構成送信電力の両方がさらに制限されてもよい。具体的には、第1無線通信装置は、以下
の式（36）～（38）：
【０１７２】
【数２５】

【０１７３】
に従って、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整し、
　PRegulatory，cは予め設定された閾値であり、EIRP＿PRegulatoryは装置の予め設定さ
れた等価等方放射電力値である。
【０１７４】
　あるいは、第1無線通信装置の等価等方放射電力および第1無線通信装置の電力スペクト
ル密度の両方が制限されてもよい。具体的には、第1無線通信装置は、以下の式（39）～
（41）：
【０１７５】
【数２６】

【０１７６】
に従って、第1無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整し、
　PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密度値、EIRP＿PRegulatoryは装
置の予め設定された等価等方放射電力値であり、この場合、予め設定された閾値はPSDReg
ulatory＋101gBWとEIRP＿PRegulatory，c－GAntの小さい方の値である。
【０１７７】
　代替として、以下の3つのパラメータ、すなわち第1無線通信装置の等価等方放射電力、
第1無線通信装置の構成送信電力、および第1無線通信装置の電力スペクトル密度が全て制
限され得る。具体的には、第1無線通信装置は、以下の式（42）～（44）：
【０１７８】



(70) JP 2020-507256 A 2020.3.5

【数２７】

【０１７９】
に従って、装置の最大構成送信電力PCMAXを調整し、
　PSDRegulatoryは装置の予め設定された電力スペクトル密度値であり、EIRP＿PRegulato
ryは装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、PRegulatoryは予め設定された閾
値である。
【０１８０】
　上記のいくつかの場合に加えて、本出願では、以下の装置の構成送信電力、装置の電力
スペクトル密度、装置の等価等方放射電力、および装置の等価等方放射電力スペクトル密
度の4つのパラメータのうちの2つ以上が制限されてもよく、対応する式は、本明細書では
再度列挙されない。
【０１８１】
　なお、第1無線通信装置の最大構成送信電力が予め設定された閾値未満である場合に加
えて、式（33）～（35）、（36）～（38）、（39）～（41）および（42）～（44）は、第
1無線通信装置の最大構成送信電力が予め設定された閾値より大きい場合にも適用可能で
あることをさらに理解されたい。
【０１８２】
　本発明の本実施形態では、複数の新しい電力が定義されるので、第1無線通信装置と第2
無線通信装置が共存する場合、第1無線通信装置の複数のパラメータを制限することがで
きる。
【０１８３】
　上記は、本発明の実施形態による送信電力決定方法について説明したが、以下に、本発
明の実施形態による無線通信装置について説明する。図2を参照して、本発明の実施形態
による無線通信装置の実施形態は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モジュ
ール201と、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュール202と、
　調整モジュール203であって、第1条件が満たされ、無線通信装置に対応する最大送信電
力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が予め設
定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は、第1条件
下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされる干渉を
抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。
【０１８４】
　本発明の実施形態において、無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき
、無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調整され
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た最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、調整モジュール203は第1無線通
信装置に対応する最大送信電力を調整し、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装
置との間の距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装
置の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置に
よって第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通
信装置と第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、
予め設定された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制するこ
とができ、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【０１８５】
　図2に対応する実施形態に基づいて、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通
信装置のキャリアの最大構成送信電力であってもよく、無線通信装置の最大構成送信電力
であってもよいか、または、無線通信装置に対応し、別の理由に基づいて設定される最大
送信電力であってもよい。以下は、無線通信装置に対応する最大送信電力がキャリアの最
大構成送信電力である場合と、無線通信装置に対応する最大送信電力が装置の最大構成送
信電力である場合とに分けて説明する。
【０１８６】
　1．無線通信装置に対応する最大送信電力は、キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cで
ある。
【０１８７】
　図3を参照して、本発明の実施形態による無線通信装置の別の実施形態は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モジュ
ール301と、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュール302と、
　調整モジュール303であって、第1条件が満たされ、無線通信装置に対応する最大送信電
力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が予め設
定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は、第1条件
下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされる干渉を
抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。
【０１８８】
　本発明の本実施形態では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通信装置のキ
ャリアの最大構成送信電力を含むことを理解されたい。さらに、本発明の本実施形態にお
いて、第1条件は、無線通信装置のアンテナ方向と第2無線通信装置のアンテナ方向との間
の角度差が、第3閾値以下であることをさらに含んでもよいか、または別の条件を含んで
もよい。これは、本発明の本実施形態において特に限定されない。
【０１８９】
　本発明の本実施形態では、調整モジュール303は、
　前述の式（1）～（3）に従って無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX
，cを調整するように構成された第1調整ユニット3031、または
　前述の式（4）～（6）に従って、無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMA
X，cを調整するよう構成された第2調整ユニット3032
　を含み得ることをさらに理解されたい。
【０１９０】
　具体的には、上記式（5）および式（6）中のPRegulatory，cを代わりに上記式（7）、
式（8）、式（9）または式（10）に置き換えてもよい。
【０１９１】
　本発明の実施形態において、無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき
、無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調整され



(72) JP 2020-507256 A 2020.3.5

た最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、調整モジュール303は第1無線通
信装置に対応する最大送信電力を調整し、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装
置との間の距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装
置の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置に
よって第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通
信装置と第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、
予め設定された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制するこ
とができ、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【０１９２】
　さらに、本発明の本実施形態では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、キャリア
の最大構成送信電力を含み、本発明の本実施形態は、キャリアの最大構成送信電力を調整
する複数の方法を提供し、それにより、解決策の柔軟性が向上する。
【０１９３】
　2．無線通信装置に対応する最大送信電力は、装置の最大構成送信電力PCMAXである。
【０１９４】
　図4を参照して、本発明の実施形態による無線通信装置の別の実施形態は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モジュ
ール401と、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュール402と、
　調整モジュール403であって、第1条件が満たされ、無線通信装置に対応する最大送信電
力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が予め設
定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾値は、第1条件
下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こされる干渉を
抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。
【０１９５】
　本発明の本実施形態では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、無線通信装置の最
大構成送信電力を含むことを理解されたい。さらに、本発明の本実施形態において、第1
条件は、無線通信装置のアンテナ方向と第2無線通信装置のアンテナ方向との間の角度差
が、第3閾値以下であることをさらに含んでもよいか、または別の条件を含んでもよい。
これは、本発明の本実施形態において特に限定されない。
【０１９６】
　本発明の本実施形態では、調整モジュール403は、
　前述の式（23）～（25）に従って無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整するよ
うに構成された第3調整ユニット4031、または
　前述の式（26）～（28）に従って、無線通信装置の最大構成送信電力PCMAXを調整する
よう構成された第4調整ユニット4032
　を含み得ることをさらに理解されたい。
【０１９７】
　具体的には、上記式（27）および式（28）中のPRegulatoryを上記式（29）、式（30）
、式（31）または式（32）に置き換える。
【０１９８】
　本発明の実施形態において、無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき
、無線通信装置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きい場合、調整され
た最大送信電力が予め設定された閾値以下であるように、調整モジュール403は第1無線通
信装置に対応する最大送信電力を調整し、第1条件は、第1無線通信装置と第2無線通信装
置との間の距離が第1閾値以下であり、第1無線通信装置の動作周波数と、第2無線通信装
置の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む。そこで、第1無線通信装置に



(73) JP 2020-507256 A 2020.3.5

よって第2無線通信装置の受信性能にもたらされる干渉を抑制することができ、第1無線通
信装置と第2無線通信装置との間の共存の要件を第1条件下で満たすことができるように、
予め設定された閾値が設定される。つまり、解決策によれば、装置間の干渉を抑制するこ
とができ、複数の装置の共存の要件を満たすことができる。
【０１９９】
　さらに、本発明の本実施形態では、無線通信装置に対応する最大送信電力は、装置の最
大構成送信電力を含み、本発明の本実施形態は、無線通信装置の最大構成送信電力を調整
する複数の方法を提供し、それにより、解決策の柔軟性が向上する。
【０２００】
　上記は、モジュール化の観点から本発明の実施形態における無線通信装置を説明し、エ
ンティティハードウェアの観点から本発明の実施形態における無線通信装置を以下に説明
する。図5は、本発明の一実施形態による無線通信装置50の概略構成図である。無線通信
装置50は、入力装置510、出力装置520、プロセッサ530およびメモリ540を含み得る。
【０２０１】
　メモリ540は、読み出し専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでもよく、プ
ロセッサ530のために命令およびデータを提供する。メモリ540の一部は、不揮発性ランダ
ムアクセスメモリ（Non－Volatile Random Access Memory、NVRAM）をさらに含み得る。
【０２０２】
　メモリ540は、以下の要素、実行可能モジュールまたはデータ構造、またはそれらのサ
ブセット、またはそれらの拡張セット、すなわち、
　様々な動作命令を含み、様々な動作を実施するために使用される動作命令と、
　様々なシステムプログラムを含み、様々な基本サービスを実施し、ハードウェアベース
のタスクを処理するために使用されるオペレーティングシステムと
　を格納する。
【０２０３】
　本発明の本実施形態では、
　プロセッサ530は、
　無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定し、
　第2無線通信装置の動作周波数を決定し、
　無線通信装置が第1条件が満たされていると決定し、無線通信装置が無線通信装置に対
応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと決定する場合、調整された最大送
信電力が予め設定された閾値以下であるように最大送信電力を調整し、予め設定された閾
値は、第1条件下で、第2無線通信装置の受信性能に対する無線通信装置によって引き起こ
される干渉を抑制するために使用され、
　第1条件は、距離が第1閾値以下であり、無線通信装置の動作周波数と第2無線通信装置
の動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む
　よう構成される。
【０２０４】
　プロセッサ530は無線通信装置50の動作を制御し、プロセッサ530は代替として中央処理
装置（Central Processing Unit、CPU）と呼ばれることもある。メモリ540は、読み出し
専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでもよく、プロセッサ530のために命令
およびデータを提供する。メモリ540の一部は、NVRAMをさらに含み得る。特定の用途では
、無線通信装置50の様々な構成要素はバスシステム550を介して結合される。データバス
に加えて、バスシステム550は、電源バス、制御バス、ステータス信号バスなどをさらに
含んでもよい。しかしながら、明確な説明のために、図の種々の種類のバスがバスシステ
ム550として示されている。
【０２０５】
　本発明の実施形態に開示された方法は、プロセッサ530に適用されてもよいし、プロセ
ッサ530によって実現されてもよい。プロセッサ530は、集積回路チップであってもよく、
信号処理能力を有する。実施プロセスにおいて、前述の方法のステップは、プロセッサ53
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0内のハードウェアの集積論理回路を使用して、またはソフトウェアの形態の命令を使用
して実施されてもよい。プロセッサ530は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（D
igital Signal Processor、DSP）、特定用途向け集積回路（Application Specific Integ
rated Circuit、ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Field－Programmable
 Gate Array、FPGA）、または別のプログラマブルロジック装置、ディスクリートゲート
またはトランジスタ論理装置、またはディスクリートハードウェアコンポーネントであっ
てもよい。プロセッサは、本発明の実施形態に開示された方法、ステップ、および論理ブ
ロック図を実施または実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであ
ってもよいし、プロセッサは任意の通常のプロセッサであってもよい。本発明の実施形態
を参照して開示された方法のステップは、ハードウェア復号化プロセッサを使用すること
によって直接実行され達成されてもよく、または復号化プロセッサ内のハードウェアおよ
びソフトウェアモジュールの組み合わせを使用して実行され達成されてもよい。ソフトウ
ェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ、
プログラマブル読み出し専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジス
タなど、分野における成熟した記憶媒体内に配置されてもよい。記憶媒体はメモリ540内
に配置され、プロセッサ530はメモリ540内の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて前述の方法におけるステップを完了する。
【０２０６】
　当業者であれば、上記のシステム、装置、およびユニットの詳細な作業プロセスについ
て、簡潔かつ簡単な説明のために、前述の方法の対応するプロセスを参照し、詳細はここ
では再び説明しないことは明確に理解されよう。
【０２０７】
　本出願で提供されるいくつかの実施形態において、開示されたシステム、装置、および
方法は、別の方法で実施され得ることを理解されたい。例えば、説明した装置の実施形態
は単なる一例に過ぎない。例えば、ユニット分割は単に論理的な機能分割であり、実際の
実装では他の分割であってもよい。例えば、複数のユニットまたは構成要素を組み合わせ
て、別のシステムに統合したり、あるいは一部の機能を無視したり、実行しなくてもよい
。さらに、表示されたまたは議論された相互結合または直接結合または通信接続は、いく
つかのインターフェースを使用することによって実装されてもよい。装置またはユニット
間の間接的結合または通信接続は、電子的、機械的または他の形態で実施されてもよい。
【０２０８】
　別個のパーツとして記載されたユニットは、物理的に分離していてもいなくてもよく、
ユニットとして表示されたパーツは物理ユニットであってもなくてもよく、1つの位置に
あってもよいし、複数のネットワークユニット上に分散していてもよい。ユニットの一部
または全部は、実施形態の解決策の目的を達成するために、実際の要件に基づいて選択し
てもよい。
【０２０９】
　また、本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてい
てもよいし、各ユニットが物理的に単独で存在していてもよいし、2つ以上のユニットが
一体化されていてもよい。統合ユニットは、ハードウェアの形で実施されてもよく、また
はソフトウェア機能ユニットの形で実施されてもよい。
【０２１０】
　統合ユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売
または使用される場合、統合ユニットはコンピュータ可読記憶媒体に格納されてもよい。
このような理解に基づいて、本質的な本出願の技術的解決策、または先行技術に寄与する
部分、または技術的解決策の前部またはいくつかは、ソフトウェア製品の形態で実装され
てもよい。コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に格納され、コンピュータ装置（
パーソナルコンピュータ、サーバまたはネットワーク装置であってもよい）に、本発明の
実施形態に記載された方法のステップの全てまたは一部を実行するよう命令するためのい
くつかの命令を含む。上記の記憶媒体には、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハー
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ドディスク、読み出し専用メモリ（Read－Only Memory、ROM）、ランダムアクセスメモリ
（Random Access Memory、RAM）、磁気ディスク、光ディスクなどのプログラムコードを
格納できる任意の媒体が含まれる。
【０２１１】
　前述の実施形態は、単に本出願の技術的解決策を説明することを意図しており、本発明
を限定することを意図していない。本発明を前述の実施形態を参照して詳細に説明したが
、当業者であれば、本発明の実施形態の技術的解決策の精神および範囲から逸脱すること
なく、前述の実施形態で説明した技術的解決策を修正したり、その技術的特徴を均等に置
き換えたりできることを理解されたい。
【０２１２】
　本発明の一例によれば、この出願は、さらに以下の実施形態を提供する。
実施形態１：
　送信電力決定方法であって、
　第1無線通信装置によって、前記第1無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決
定するステップと、
　前記第1無線通信装置によって、前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップ
と、
　前記第1無線通信装置が第1条件が満たされていると判断するとき、前記第1無線通信装
置に対応する最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと前記第1無線通信装置が決
定する場合、調整された最大送信電力が前記予め設定された閾値以下であるように前記最
大送信電力を調整するステップであって、前記予め設定された閾値は、前記第1条件下で
、前記第2無線通信装置の受信性能に対する第1無線通信装置によって引き起こされる干渉
を抑制するために使用される、ステップと
　を含み、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記第1無線通信装置の動作周波数と
前記第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差は第2閾値以下であることを含む、
　送信電力決定方法。
【０２１３】
実施形態２：
　前記第1無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記第1無線通信装置のキャリア
の最大構成送信電力PCMAX，cを含む、実施形態1に記載の方法。
【０２１４】
実施形態３：
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
【０２１５】
【数２８】

【０２１６】
により前記第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するステ
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ップ
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、P

EMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerCla
ssは前記第1無線通信装置の電力クラスであり、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは
第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であ
り、およびP－MPRcは第3電力減少値である、
　実施形態2に記載の方法。
【０２１７】
実施形態４：
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
【０２１８】
【数２９】

【０２１９】
により前記第1無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PEMAX，cを調整するステ
ップ
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、
ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは前記第1無線通信装置の電力クラスであり
、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失
値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値である、およびPRe
gulatory，cは前記予め設定された閾値に等しい、
　実施形態2に記載の方法。
【０２２０】
実施形態５：
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcは、前記キャリアの予め設定された電力減少値である、
　実施形態4に記載の方法。
【０２２１】
実施形態６：
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatory，cは、前記キャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、
GAntは、前記第1無線通信装置に対応するアンテナ利得である、
　実施形態4に記載の方法。
【０２２２】
実施形態７：
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは前記キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記対
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象キャリアに占有される帯域幅である、
　実施形態4に記載の方法。
【０２２３】
実施形態８：
　前記第1無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記第1無線通信装置の最大構成
送信電力PCMAXを含む、実施形態1に記載の方法。
【０２２４】
実施形態９：
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
【０２２５】
【数３０】

【０２２６】
により前記第1無線通信装置の前記最大構成送信電力PCMAX，cを調整するステップ
　を含み、
　pEMAX，cは、前記第1無線通信装置に対応するキャリアのための無線リソース制御RRCで
配信される電力値であり、10log10ΣpEMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTC
は第4電力損失値であり、PPowerClassは前記第1無線通信装置の電力クラスであり、MPRは
第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり
、ΔTProSeは第3電力損失値であり、およびP－MPRは第6電力減少値である、
　実施形態8に記載の方法。
【０２２７】
実施形態１０：
　前記第1無線通信装置によって、前記最大送信電力を調整する前記ステップは、
　前記第1無線通信装置によって、以下の式：
【０２２８】

【数３１】

【０２２９】
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により前記第1無線通信装置の前記最大構成送信電力PCMAXを調整するステップ
　を含み、
　pEMAX，cは、前記第1無線通信装置に対応するキャリアのための無線リソース制御RRC層
で配信される電力値であり、ΔTCは第4電力損失値であり、PPowerClassは前記第1無線通
信装置の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり
、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力
減少値であり、PRegulatoryは前記予め設定された閾値に等しい、
　実施形態8に記載の方法。
【０２３０】
実施形態１１：
　PRegulatory＝PPowerClass－PCRであり、
　PCRは、前記装置の予め設定された電力減少値である、
　実施形態10に記載の方法。
【０２３１】
実施形態１２：
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatoryは、前記装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは
、前記第1無線通信装置に対応するアンテナ利得である、
　実施形態10に記載の方法。
【０２３２】
実施形態１３：
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBWであり、
　PSDRegulatoryは前記装置の予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記第1無線通
信装置に占有される帯域幅である、
　実施形態10に記載の方法。
【０２３３】
実施形態１４：
　前記第1条件は、前記第1無線通信装置のアンテナ方向と前記第2無線通信装置のアンテ
ナ方向との間の角度差が、第3閾値以下であることをさらに含む、実施形態1から13のいず
れか一つに記載の方法。
【０２３４】
実施形態１５：
　無線通信装置であって、
　前記無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するよう構成された第1決定モ
ジュールと、
　前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するよう構成された第2決定モジュールと、
　調整モジュールであって、第1条件が満たされ、前記無線通信装置に対応する最大送信
電力が予め設定された閾値より大きいと決定される場合、調整された最大送信電力が前記
予め設定された閾値以下であるように前記最大送信電力を調整し、前記予め設定された閾
値は、前記第1条件下で、前記第2無線通信装置の受信性能に対する前記無線通信装置によ
って引き起こされる干渉を抑制するために使用されるよう構成された、調整モジュールと
　を含み、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記無線通信装置の動作周波数と前記
第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む、
　無線通信装置。
【０２３５】
実施形態１６：
　前記無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記無線通信装置のキャリアの最大
構成送信電力PCMAX，cを含む、実施形態15に記載の無線通信装置。
【０２３６】



(79) JP 2020-507256 A 2020.3.5

実施形態１７：
　前記調整モジュールは、
　以下の式：
【０２３７】
【数３２】

【０２３８】
により前記無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するよう構成
された第1調整ユニット
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、P

EMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerCla
ssは前記無線通信装置の電力クラスであり、MPRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2
電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、
およびP－MPRcは第3電力減少値である、
　実施形態16に記載の無線通信装置。
【０２３９】
実施形態１８：
　前記調整モジュールは、
　以下の式：
【０２４０】
【数３３】

【０２４１】
により前記無線通信装置の対象キャリアの最大構成送信電力PCMAX，cを調整するよう構成
された第2調整ユニット
　を含み、
　PEMAX，cは、前記対象キャリアの無線リソース制御RRC層で配信される電力値であり、
ΔTC，cは第1電力損失値であり、PPowerClassは前記無線通信装置の電力クラスであり、M
PRcは第1電力減少値であり、A－MPRcは第2電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値
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であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRcは第3電力減少値であり、およびPRegu
latory，cは前記予め設定された閾値に等しい、
　実施形態16に記載の無線通信装置。
【０２４２】
実施形態１９：
　PRegulatory，c＝PPowerClass－PCRcであり、
　PCRcは、前記キャリアの予め設定された電力減少値である、
　実施形態18に記載の無線通信装置。
【０２４３】
実施形態２０：
　PRegulatory，c＝EIRP＿PRegulatory，c－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatory，cは、キャリアの予め設定された等価等方放射電力値であり、GAnt
は、前記無線通信装置のアンテナ利得である、
　実施形態18に記載の無線通信装置。
【０２４４】
実施形態２１：
　PRegulatory，c＝PSDRegulatory，c＋101gBWであり、
　PSDRegulatory，cは前記キャリアの予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記対
象キャリアに占有される帯域幅である、
　実施形態18に記載の無線通信装置。
【０２４５】
実施形態２２：
　前記無線通信装置に対応する前記最大送信電力は、前記無線通信装置の最大構成送信電
力PCMAXを含む、実施形態18に記載の無線通信装置。
【０２４６】
実施形態２３：
　前記調整モジュールは、
　以下の式：
【０２４７】
【数３４】

【０２４８】
によって前記無線通信装置の前記最大構成送信電力PCMAXを調整するよう構成された第3調
整ユニット
　を含み、
　pEMAX，cは、前記無線通信装置に対応するキャリアのための無線リソース制御RRCで配
信される電力値であり、10log10ΣpEMAX，cは前記予め設定された閾値に等しく、ΔTCは
第4電力損失値であり、PPowerClassは前記無線通信装置の電力クラスであり、MPRは第4電
力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB，cは第2電力損失値であり、ΔTP
roSeは第3電力損失値であり、およびP－MPRは第6電力減少値である、
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　実施形態22に記載の無線通信装置。
【０２４９】
実施形態２４：
　前記調整モジュールは、
　以下の式：
【０２５０】
【数３５】

【０２５１】
によって前記無線通信装置の前記最大構成送信電力を調整するよう構成された第4調整ユ
ニット
　を含み、
　pEMAX，cは、前記無線通信装置に対応するキャリアのための無線リソース制御RRC層で
配信される電力値であり、ΔTCは第4電力損失値であり、PPowerClassは前記無線通信装置
の電力クラスであり、MPRは第4電力減少値であり、A－MPRは第5電力減少値であり、ΔTIB
，cは第2電力損失値であり、ΔTProSeは第3電力損失値であり、P－MPRは第6電力減少値で
あり、および、PRegulatoryは前記予め設定された閾値に等しい、
　実施形態22に記載の無線通信装置。
【０２５２】
実施形態２５：
　PRegulatory＝PPowerClass－PCRであり、
　PCRは、前記装置の予め設定された電力減少値である、
　実施形態24に記載の無線通信装置。
【０２５３】
実施形態２６：
　PRegulatory＝EIRP＿PRegulatory－GAntであり、
　EIRP＿PRegulatoryは、前記装置の予め設定された等価等方放射電力値であり、GAntは
、前記無線通信装置のアンテナ利得である、
　実施形態24に記載の無線通信装置。
【０２５４】
実施形態２７：
　PRegulatory＝PSDRegulatory＋101gBWであり、
　PSDRegulatoryは前記装置の予め設定された電力スペクトル密度値、BWは前記無線通信
装置に占有される帯域幅である、
　実施形態24に記載の無線通信装置。
【０２５５】
実施形態２８：
　前記第1条件は、前記無線通信装置のアンテナ方向と前記第2無線通信装置のアンテナ方
向との間の角度差が、第3閾値以下であることをさらに含む、実施形態15から27のいずれ
か一つに記載の無線通信装置。
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【０２５６】
実施形態２９：
　入力装置、出力装置、プロセッサおよびメモリを含む無線通信装置であって、
　前記メモリは、プログラムを格納するよう構成され、
　前記プロセッサは、
　前記無線通信装置と第2無線通信装置との間の距離を決定するステップと、
　前記第2無線通信装置の動作周波数を決定するステップと、
　前記無線通信装置が第1条件が満たされていると判断し、前記無線通信装置に対応する
最大送信電力が予め設定された閾値より大きいと前記無線通信装置が決定する場合、前記
最大送信電力を調整し、それにより前記調整された最大送信電力は予め設定された閾値以
下であるステップであって、前記予め設定された閾値は、前記第1条件下で、前記第2無線
通信装置の受信性能に対する前記無線通信装置によって引き起こされる干渉を抑制するた
めに使用される、ステップと
　を特に実行するために、前記メモリ内で前記プログラムを実行するよう構成され、
　前記第1条件は、前記距離が第1閾値以下であり、前記無線通信装置の動作周波数と前記
第2無線通信装置の前記動作周波数との間の差が第2閾値以下であることを含む、
　無線通信装置。
【符号の説明】
【０２５７】
　　50　無線通信装置
　　201　第1決定モジュール
　　202　第2決定モジュール
　　203　調整モジュール
　　301　第1決定モジュール
　　302　第2決定モジュール
　　303　調整モジュール
　　401　第1決定モジュール
　　402　第2決定モジュール
　　403　調整モジュール
　　510　入力装置
　　520　出力装置
　　530　プロセッサ
　　540　メモリ
　　550　バスシステム
　　3031　第1調整ユニット
　　3032　第2調整ユニット
　　4031　第3調整ユニット
　　4032　第4調整ユニット
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